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平
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）

は
じ
め
に

松
浦
史
料
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
平
戸
藩
主
松
浦
家
に
由
来
す
る
歴
史
・
美
術

資
料
群
は
、
近
世
大
名
家
の
な
か
で
も
有
数
の
規
模
と
質
を
誇
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
る
。
平
戸
は
古
く
か
ら
対
外
交
流
の
要
地
で
あ
り
、
松
浦
家
自
身
も
海
外
交

易
に
深
く
関
与
し
た
こ
と
か
ら
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
鎖
国
成
立
前
後
の
対
外
関

係
や
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
重
要
資
料
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
九
代
藩
主
松

浦
清
（
静
山
）
に
よ
っ
て
日
本
各
地
、
お
よ
び
長
崎
を
通
じ
て
海
外
か
ら
、
古
典

籍
や
洋
書
を
は
じ
め
と
す
る
多
彩
な
資
料
が
収
集
さ
れ
、
十
代
藩
主
松
浦
熈
も
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
保
護
と
充
実
、
継
承
に
努
め
た（

1
）。

そ
し
て
大
き
な
自
然
災
害
や
戦

災
か
ら
も
免
れ
、
個
性
的
で
充
実
し
た
資
料
群
が
現
在
ま
で
守
り
伝
え
ら
れ
て
き

た
。こ

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
は
、
松
浦
家
の
先
祖
に
関
係
す
る
品
で
、
か
つ
て

「
御
譲
道
具
」
と
呼
ば
れ
た
品
々
が
含
ま
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
「
御
譲
道
具
」

と
そ
の
所
伝
や
由
緒
の
分
析
か
ら
、
松
浦
家
に
お
け
る
「
御
譲
道
具
」
形
成
の
経

緯
や
意
図
、
お
よ
び
背
景
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
れ
は
近
世
大
名
家
や
藩
で
編

纂
さ
れ
た
歴
史
書
や
系
譜
類
に
つ
い
て
、
史
実
を
立
証
す
る
史
料
と
し
て
扱
う
の

で
は
な
く
、
編
纂
主
体
の
動
機
や
意
図
、
主
張
に
注
目
し
、
そ
の
自
己
認
識
や
先

祖
認
識
の
形
成
に
つ
い
て
検
討
す
る
研
究
と
共
通
の
問
題
意
識
に
立
つ
も
の
で
あ

る（
2
）。
先
祖
由
縁
の
品
か
ら
な
る
松
浦
家
の
「
御
譲
道
具
」
も
、
そ
の
形
成
や
維
持

に
お
い
て
、
時
々
に
お
け
る
先
祖
認
識
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
る
。
対

外
交
流
や
松
浦
清
・
熈
の
関
係
資
料
が
充
実
し
、
そ
の
特
色
に
注
目
が
集
ま
る
松

浦
家
の
伝
来
資
料
だ
が
、
本
稿
で
は
松
浦
家
の
先
祖
認
識
と
「
御
譲
道
具
」
と
の

関
係
か
ら
、
多
元
的
で
あ
る
大
名
家
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
の
一
端
を
明
ら
か
に
し

た
い
。

一

松
浦
家
の
「
御
譲
道
具
」

一
―
一
「
御
譲
道
具
扣
帳
」

松
浦
史
料
博
物
館
の
『
古
文
書
目
録（

3
）』

に
は
、
松
浦
家
の
「
御
譲
道
具
」
や
「
御

譲
物
」
に
関
す
る
六
件
の
史
料
が
確
認
で
き
る
。
六
件
と
は
「
御
譲
物
帳
」（
古

文
書
類
Ⅲ
―
9
―
28
）、「
御
譲
御
道
具
御
証
文

写
」（
古
文
書
類
Ⅲ
―
9
―
29
）、

「
御
譲
御
道
具
帳
」（
古
文
書
類
Ⅲ
―
9
―
30
）、「
御
譲
御
道
具
御
証
文

写
」

（
古
文
書
類
Ⅲ
―
9
―
31
）、「
御
譲
御
道
具
帳
」（
古
文
書
類
Ⅲ
―
9
―
32
）、
お

よ
び
「
御
譲
道
具
扣
帳
」（
古
文
書
類
Ⅲ
―
9
―
25
）
で
あ
る（

4
）。

最
後
の
「
御
譲

道
具
扣
帳
」
を
除
く
五
件
は
、
い
ず
れ
も
江
戸
・
本
所
の
下
屋
敷
に
所
在
し
た
道

具
類
を
九
代
藩
主
清
（
静
山
）
が
十
代
藩
主
熈
に
譲
り
渡
し
た
際
の
御
譲
証
文
を

写
し
ま
と
め
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
譲
渡
日
別
に
列
記
し
た
目
録
で
あ
る（

5
）。

こ
の
「
御
譲
」
の
道
具
と
は
、
清
か
ら
熈
に
家
督
が
継
承
さ
れ
る
頃（

6
）か
ら
約
三
十

年
を
か
け
て
、
清
か
ら
熈
に
譲
渡
さ
れ
た
道
具
類
で
、
譲
渡
の
時
期
は
清
が
個
別

平戸藩松浦家の「御譲道具」とその形成

17



に
判
断
し
た
。
内
容
と
し
て
は
、
歴
代
の
藩
主
由
縁
の
品
や
美
術
品
も
見
ら
れ
る

が
、
江
戸
藩
邸
で
身
の
回
り
に
置
か
れ
た
、
あ
る
い
は
使
わ
れ
た
道
具
類
が
主
体

で
あ
る
。

以
上
に
対
し
て
「
御
譲
道
具
扣
帳
」（
以
下
「
扣
帳
」）
は
、
三
代
藩
主
松
浦
隆

信
（
宗
陽
）
以
前
の
先
祖
由
縁
の
品
を
中
心
と
す
る
「
御
譲
道
具
」
を
列
記
し
た

目
録
で
あ
る
。
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
十
二
月
の
奥
書
が
あ
る
が
、
中
に
天

保
九
年
（
一
八
三
八
）
付
の
文
書
写
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
以
降
に
更
新
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
御
譲
道
具
」
は
、
近
代
に
は
松
浦
伯
爵
家
の
「
家

宝
」
と
な
り（

7
）、

さ
ら
に
現
在
の
松
浦
史
料
博
物
館
の
所
蔵
資
料
に
多
く
が
引
き
継

が
れ
て
い
る
。

「
扣
帳
」
に
掲
載
さ
れ
る
「
御
譲
道
具
」
の
品
目
と
、
そ
の
由
緒
や
伝
来
に
つ

い
て
の
情
報
を
ま
と
め
た
の
が
【
表
1
】
で
あ
る
。
①
か
ら
39
ま
で
三
十
九
件
の

「
御
譲
道
具
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
扣
帳
」
に
記
さ
れ
る
情
報
と
し

て
㉑
「
一
御
刀
〈
延
寿
国
吉
有
銘
但
銘
象
眼
入
長
弐
尺
五
寸
分
半
折
紙
添
〉」・
㉒

「
一
革
包
御
刀
箱
」
に
「
則
三
重
御
櫓
中
段
江
御
譲
御
道
具
一
所
ニ
指
置
、
此
御

帳
江
書
入
之
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、「
御
譲
道
具
」
が
「
三
重
御
櫓
中
段
」
に

保
管
さ
れ
、「
御
帳
」
で
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
三
重
櫓
は
平
戸

城
二
の
丸
の
乾
櫓
で
あ
る
。
平
戸
城
に
は
天
守
閣
が
無
く
、
乾
櫓
が
城
内
最
大
で

唯
一
の
三
重
櫓
で
あ
っ
た
。

こ
の
ほ
か
⑳「
一
法
印
様
鑓
左
衛
門
江
被
下
舩
幟
」に
該
当
す
る
品
が「
船
幟
」

と
し
て
伝
来
し
て
お
り（

8
）、

次
の
よ
う
な
松
浦
熈
の
自
筆
書
状
が
付
属
す
る
。

【
史
料
1
】
松
浦
熈
自
筆
書
状
（
什
器
類
24
付
属
品
）

法
印
様
鑓
左
衛
門
江
被
下
船
幟
壱
箱
、
右
者
前
方
従
江
戸
屋
敷
見
出
候
由
、
然

処
用
人
預
之
内
ニ
有
之
候

道
可
様
御
旗
之
類
ニ
候
得
者
、
大
切
ニ
取
扱
、
矢
倉
入
ニ
可
致
置
旨
、
御
隠
居

様

思
召
ニ
候
間
、
譲
道
具
帳
ニ
附
、
用
人
預
ニ
致
、

道
可
様
御
旗
一
所
ニ
指
置
可
申
候
、
以
上
、

文
化
十
四
丑

二
月
朔
日

肥
前

用
人
中
江

こ
の
船
幟
が
文
化
十
四
年
以
前
に
江
戸
屋
敷
で
発
見
さ
れ
、「
矢
倉
入
」
に
せ

よ
と
の
清
（「
御
隠
居
様
」）
の
思
召
し
に
よ
り
、「
譲
道
具
帳
」
に
書
き
入
れ
て

「
用
人
預
」
と
し
、「
道
可
様
御
旗
一
所
」
に
保
管
す
る
よ
う
に
と
熈
が
指
示
し

て
い
る
。「
道
可
様
御
旗
」
は
【
表
1
】
の
⑪
⑫
で
あ
り
、
松
浦
史
料
博
物
館
に

現
存
す
る
「
紋
の
旗（

9
）」

で
あ
る
。「
矢
倉
」
は
平
戸
城
三
重
櫓
と
考
え
ら
れ
、
⑪

⑫
は
以
前
か
ら
御
用
人
の
管
理
下
で
「
矢
倉
」
で
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら

れ
る
。

ま
た
、
十
五
世
紀
中
葉
の
平
戸
松
浦
家
当
主
で
あ
る
松
浦
義
（
天
叟
）
の
肖
像

画
（
後
述
）
を
文
化
十
一
年
に
清
が
入
手
し
た
経
緯
を
ま
と
め
た
「
天
叟
の
像
、

手
に
入
候
留（
10
）」
に
も
、
肖
像
画
を
江
戸
か
ら
平
戸
に
運
び
、
文
化
十
三
年
七
月
一

日
に
「
右
御
画
像
、
長
村
内
蔵
助
殿
江
被
成
御
渡
、
夫
よ
り
御
用
人
中
江
御
引
渡

ニ
相
成
、
御
譲
道
具
御
帳
之
内
書
入
、
御
画
像
三
重
御
櫓
有
之
御
譲
道
具
入
長
持

ニ
取
納
之
」
と
あ
る
。「
御
譲
道
具
」
は
御
用
人
に
よ
っ
て
三
重
櫓
の
「
御
譲
道

具
入
長
持
」
で
保
管
さ
れ
、「
御
譲
御
道
具
御
帳
」
で
管
理
さ
れ
た
こ
と
が
分
か

る
。こ

の
「
御
譲
道
具
」
は
、
清
か
ら
熈
へ
の
継
承
に
つ
い
て
も
、
他
の
御
譲
の
道

具
類
と
は
相
違
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
御
譲
物
帳
」（
古
文
書
類
Ⅲ
―
9
―
28
）

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
「
灯
台
切
御
小
サ
刀
」
に
つ
い
て
の
記
載
か
ら
確
認
で
き
る
。

【
史
料
2
】
花
房
豊
治
等
連
署
覚
（
古
文
書
類
Ⅲ
―
9
―
28
所
収
）

覚

一
灯
台
切
御
小
サ
刀

一
腰
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（
中
略
）

右
者
、
御
家
督
御
礼
之
刻
、
御
家
御
代
々
御
譲
御
道
具
一
同
、
御
譲
被
進
候

儀
ニ
候
得
共
、
先
今
日
此
品
計
被
進
候
、
因
而
御
一
同
御
譲
之
節
者
、
此
御

刀
者
御
目
録
計
ニ
而
被
進
候
事
、

花
房
豊
治

文
化
三
丙
寅
年
十
一
月
廿
四
日

葉
山
野
内

千
浦
庄
七

（
後
略
）

「
灯
台
切
御
小
サ
刀
」
は
本
来
、「
御
家
督
御
礼
」
の
際
に
「
御
家
御
代
々
御

譲
御
道
具
一
同
」
に
継
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
刀
は
今
日
（
文
化
三
年

十
一
月
二
十
四
日
）
継
承
し
た
の
で
、
他
の
「
御
家
御
代
々
御
譲
御
道
具
一
同
」

を
継
承
の
時
は
、
こ
の
刀
は
目
録
の
み
と
す
る
と
あ
る
。「
御
家
御
代
々
御
譲
御

道
具
」
と
は
平
戸
城
三
重
櫓
で
保
管
さ
れ
た
「
御
譲
道
具
」
と
考
え
ら
れ
る
。「
灯

台
切
御
小
サ
刀
」
は
そ
れ
ら
と
一
同
に
継
承
さ
れ
る
べ
き
品
で
あ
る
が
、
何
ら
か

の
理
由
で
江
戸
に
あ
っ
た
た
め
か
、
単
独
で
継
承
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
だ
が
「
御

家
御
代
々
御
譲
御
道
具
」
は
原
則
と
し
て
「
御
家
督
御
礼
」
に
際
し
て
一
括
で
新

藩
主
に
継
承
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
か
ら
、「
扣
帳
」
に
記
さ
れ
る
松
浦
家
の
「
御
譲
道
具
」
は
、
松
浦
清
・

熈
の
代
に
は
御
用
人
の
管
理
の
下
、
平
戸
城
三
重
櫓
で
保
管
さ
れ
、
家
督
相
続
と

共
に
継
承
さ
れ
る
象
徴
的
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

一
―
二

「
御
譲
道
具
」
の
分
類
と
分
析

次
に
、「
扣
帳
」
に
収
録
さ
れ
る
「
御
譲
道
具
」
が
ど
の
よ
う
な
由
緒
を
持
つ

品
々
な
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
品
目
に
つ
い
て
、「
扣
帳
」
の
記

述
の
ほ
か
関
係
史
料
か
ら
、
由
縁
が
あ
る
当
主
別
に
、
Ａ
隆
信
（
道
可
）・
鎮
信

（
法
印
）
由
縁
、
Ｂ
定
（
肥
州
）・
義
（
天
叟
）
由
縁
、
Ｃ
隆
信
（
宗
陽
）・
鎮
信

（
天
祥
）
由
縁
、
Ｄ
清
（
静
山
）・
熈
由
縁
の
四
つ
に
分
類
し
た
。【
表
1
】
の
「
分

類
」
欄
に
も
Ａ
〜
Ｄ
を
記
入
し
て
い
る
。

Ａ
は
戦
国
期
か
ら
江
戸
初
期
の
平
戸
松
浦
家
の
当
主
で
あ
る
隆
信
（
道
可
、
一

五
二
九
〜
九
九
）
と
そ
の
子
・
鎮
信
（
法
印
、
一
五
四
九
〜
一
六
一
四
、
初
代
藩

主
）
由
縁
の
品
々
で
、
次
の
十
五
件
で
あ
る
。
①
両
国
御
弓
（
隆
信
が
豊
臣
秀
次

よ
り
拝
領
）、
②
山
科
御
弓
（
鎮
信
が
関
ヶ
原
時
の
唐
津
城
救
援
の
礼
と
し
て
寺

沢
正
成
（
広
高
）
よ
り
受
贈
）、
⑧
大
友
御
具
足
・
⑨
大
友
御
腹
巻
（
鎮
信
が
大

友
義
鎮
（
宗
麟
）
よ
り
受
贈
）、
⑩
道
可
様
鉄
御
軍
団
、
⑪
道
可
様
御
旗
、
⑫
道

可
様
御
小
旗
、
⑬
法
印
様
御
甲
、
⑭
法
印
様
御
鞍
、
⑳
法
印
様
鑓
左
衛
門
江
被
下

舩
幟
（
鎮
信
が
家
臣
に
与
え
た
船
幟
）、
㉓
道
可
様
御
笛
（
隆
信
が
名
護
屋
在
陣

中
に
豊
臣
秀
吉
の
演
能
時
に
使
用
）、
33
牧
溪
鐘
之
絵
（
鎮
信
が
朝
鮮
か
ら
帰
国

後
、
石
清
水
八
幡
宮
に
奉
納
。
隆
信
（
宗
陽
、
三
代
藩
主
）
の
時
に
松
浦
家
に
戻

る
）、
35
毛
氈
鞍
覆
之
御
内
書
（
足
利
義
輝→

隆
信
あ
て
）、
36
義
隆
興
房
〈
義
直

／
仙
岩
〉
藤
之
御
判
物
一
巻
（
大
内
義
隆→

隆
信
、
陶
興
房→

松
浦
興
信
、
有
馬

義
直
（
義
貞
）・
仙
巌
（
晴
純
）→

隆
信
、
三
淵
藤
之→

隆
信
の
書
状
四
通
。
三

淵
藤
之
書
状
は
35
の
添
状
）、
38
吨
枳
尼
天
御
掛
物
（
鎮
信
が
朝
鮮
に
持
ち
渡
る

「
武
運
の
神
」）。
但
し
、
こ
の
う
ち
⑳
と
38
は
清
と
熈
に
よ
っ
て
「
御
譲
道
具
」

に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
⑳
に
つ
い
て
の
経
緯
は
既
述
し
た
。
38
は
清
が
藩

主
と
な
っ
て
初
め
て
平
戸
に
入
部
す
る
際
に
、
祖
母
で
あ
る
久
昌
院
（
八
代
藩
主

誠
信
室
）
よ
り
授
か
っ
た
も
の
で
、
の
ち
に
清
が
熈
に
譲
り
、「
平
戸
の
宝
庫
」

に
納
め
た
こ
と
が
『
甲
子
夜
話
三
編
』
巻
二
十
七（
11
）に
記
さ
れ
る
。

Ｂ
は
南
北
朝
期
（
十
四
世
紀
前
半
）
と
室
町
期
（
十
五
世
紀
中
葉
）
の
当
主
で

あ
る
定
（
肥
州
）
と
義
（
天
叟
）
由
縁
の
品
々
で
、
次
の
六
件
で
あ
る
。
④
錦
御

鎧
直
垂
上
下
（
定
が
後
醍
醐
天
皇
よ
り
拝
領
）、
⑤
半
被
半
切
・
⑥
御
腹
当
・
⑦

御
膝
鎧
（
義
が
足
利
義
教
よ
り
拝
領
）、
37
天
叟
様
御
判
御
掛
物
（
義
の
花
押
の

平戸藩松浦家の「御譲道具」とその形成
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分類
Ｄ

Ｄ

Ａ

Ｃ
Ｃ・Ｄ

Ｃ・Ｄ
不明
不明

不明
不明
不明

不明
Ｃ

不明

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ・Ｄ

Ｂ・Ｄ

※「品目」には「御譲道具扣帳」記載の品目のほか、由緒・伝来等に関わる記述を記した。
※「現存等」には松浦史料博物館『什器類目録』の番号、あるいは松浦家蔵品売立目録掲載品にはその番号を、㉕㉖は東京国立博物館の列品番号
を記した。

※「その他の典拠および関連資料等」の「家世修古図」は個人蔵、「感恩斎蔵書目録」・「敬孝述事原本」・「甲子夜話」・「什器」・「古文書」は松浦史
料博物館蔵。「什器」・「古文書」の番号は同館目録番号。「第36回好古会（明34．11）」・「第45回好古会（明39．6）」は好古会への出陳歴（註7
松浦晃祐「好古社と松浦詮」参照）。「京大1951」は京都大学文学部国史研究室編『平戸松浦家資料』。

※「分類」は松浦隆信（道可）・鎮信（法印）由縁の品をA、定（肥州）・義（天叟）由縁の品をB、隆信（宗陽）・鎮信（天祥）由縁の品をC、清
（静山）・熈由縁の品をDとし、由緒等が不明なものは「不明」とした。

その他の典拠および関連資料等
・甲子夜話69－23。
・甲子夜話3篇11－7に極書と茎銘拓本、静
山筆「賜刀記」。

・甲子夜話69－23「御刀は外函を造り〔青漆
の韋皮を以て包み、家紋を金にて出せり〕、
従卒に担がし、…昼夜に随身して下りける」。

・什器429「道可笛図」。
・家世修古図巻10「道可公笛 家蔵」。
・第45回好古会（明39．6）「横笛 十二代祖
松浦道可遺物」。

・甲子夜話続21－14。
・東博TG－2196（松永安左エ門寄贈）。
・東博TG－2196付属の朱四方盆。

・古文書Ⅰ－1（ハ）4－35「敬孝述事原本
牧渓鐘之絵朝鮮覚書小沢私記」。

・京大1951の松浦文書32号。
・什器27「毛氈鞍覆之写及判物」のうち。27
－1鞍覆写とは別箱。
・京大1951の松浦文書30号、26号、34号、33
号。
・現状も1巻。什器27－2と27－3は同箱、
27－1と別箱。
・古文書Ⅶ－4－15「合綴」に写しあり。

・甲子夜話3篇27－2。
・什器347は写し。但し住吉内記折紙（正本）
を共に軸装する。

・什器29・30－1～3。
・古文書Ⅶ－4－18「大将軍足利義教公画天
叟公載赤烏帽子図」
・古文書Ⅶ－4－15「合綴」に写しあり。

由緒・伝来
清（静山）由縁。湯島
聖堂再建費上納の功績
に よ り1800年（寛 政
12）将軍家斉より拝領。
同年帰国に際して革包
刀箱を作る。1838年（天
保9）熈が「御譲御道
具一同」に三重櫓へ。
隆信（道可）所用。
名護屋在陣中、秀吉の
演能に使用。

隆信（宗陽）由縁。
鎮信（天祥）由縁。
片桐石州より入手。

不明
不明

不明
不明
不明

不明
鎮信（法印）由縁。

不明

隆信（道可）由縁。
足利義輝発給。

興信・隆信（道可）由
縁。

義（天叟）由縁。
平戸・普門寺（義開
山）伝来。
鎮信（法印）由縁。
清（静山）初入部の際、
久昌院（誠信夫人）よ
り授かる。清が熈に譲
り、熈が「平戸の宝庫」
へ。
義（天叟）由縁。
1814年（文化11）清（静
山）が京都・普広院よ
り入手。
1816年熈の指示で「御
譲道具帳」に書入れ、
三重櫓「御譲道具入長
持」へ。

現存等
不明

不明

昭10．5売立
－511？515？

什器35
昭9売立－59
東博TG－2196

昭9売立－318
昭6売立－162、
昭10．3売立
－204
不明
昭9売立－69
不明

不明
昭9売立－1？

昭9売立－4

什器27
（27－2）

什器27
（27－3）

什器28－2

（什器347）

什器28－1

品 目
一御刀〈延寿国吉有銘但銘象眼入長弐尺
五寸分半折紙添〉一腰

一革包御刀箱〈金御紋附錠前有〉鍵添
「右御刀、先年静山様御拝領、…此度御
譲御道具一同、三重御櫓江被指置候ニ付、
御用人中御預ニ被成候段 熈公被 仰出」
一道可様御笛 一管〈箱入〉

一宗陽様御盃〈三合入〉 一〈箱入〉
一宇治文琳御茶入 一

一宇治文琳盆 一〈箱入〉
一碪御花入 一〈箱入〉
一利休尺八切御花入 一〈箱入〉

一柑子口かねの御花入 一〈箱入〉
一白雲御茶入 一〈箱入〉
一慈光寺御茶碗〈白綾織服紗包〉一〈箱
入〉
一亀甲御釜〈作不知〉一〈箱入〉
一牧溪鐘之絵御掛物〈横物〉一幅〈箱入〉

一牧溪出山釈迦絵御掛物〈竪物〉一幅〈箱
入〉
一毛氈鞍覆之御内書 一通
「右道可様江従 義輝将軍御到来」

一義隆興房〈義直／仙岩〉藤之御判物一
巻
「右両通一箱ニ入」

一天叟様御判御掛物 一〈箱入〉

一吨枳尼天御掛物〈竪物〉一幅〈箱入〉
「住吉内記広行折紙添〈箱入〉」

義教将軍御筆
一天叟様御画像〈讃甲州恵林寺前住聖
応〉

№
㉑

㉒

㉓

㉔
㉕

㉖
㉗
㉘

㉙
㉚
㉛

32
33

34

35

36

37

38

39
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表1．「御譲道具扣帳」（古文書類Ⅲ－9－25）掲載品の由緒・伝来
分類
Ａ

Ａ

不明
Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
Ｃ
不明

不明

不明

不明

Ａ・Ｄ

その他の典拠および関連資料等
・家世修古図巻5「両国弓 家蔵」。
・古文書Ⅸ－6－9－1「家蔵両国弓全図」、
Ⅸ－6－9－2「家蔵両国弓明細図」、Ⅶ－
3－105「両国弓記」。
・感恩斎蔵書目録（古文書Ⅶ－1（イ）6）
「家伝両国弓全図」。
・家世修古図巻5「寺沢正成所贈法印公山科
弓 家蔵」。
・甲子夜話48－3。
・古文書Ⅸ－6－8「家蔵山科弓図」、Ⅶ－
3－105「山科弓記」。
・感恩斎蔵書目録（古文書Ⅶ－1（イ）6）
「山科弓図」。

・家世修古図巻2「後醍醐帝所賜直垂 家蔵」。

・家世修古図巻2「足利義教公所賜半臂半切
家蔵」。

・敬孝述事原本校修松浦氏家譜画図伝（古文
書Ⅰ－1（ハ）4－88）「普広院幕府所賜錦
半袴図」。
・1678年（延宝6）に写制作（什器32添書1・
2）。
・家世修古図巻2「足利義教公所賜膝鎧 家
蔵」。
・敬孝述事原本校修松浦氏家譜画図伝（古文
書Ⅰ－1（ハ）4－88）「腹巻并膝鎧之図」。
・膝鎧は元禄年間に修理（古文書Ⅰ－1（ロ）
23－3「家世伝 巻之十四」本伝第十三）。
・家世修古図巻2「大友義鎮所贈法印公甲冑
家蔵」。

・家世修古図巻2「大友義鎮所贈法印公甲冑
家蔵」。

・家世修古図巻3「道可公鉄団扇 家蔵」。
・第36回好古会（明34．11）「鉄団扇 松浦道
可所用」。
・家世修古図巻4「道可公三星引両梶葉紋旗
〈付小旗〉家蔵」。
・家世修古図巻4「道可公三星引両梶葉紋旗
〈付小旗〉家蔵」。
・家世修古図巻3「法印公冑 家蔵」。
・古文書Ⅸ－6－13「法印公御兜真写」
（1835・天保6写）、「平戸御櫓有リ／法印様
御兜之真写」。
・感恩斎蔵書目録（古文書Ⅶ－1（イ）6）
「法印公御兜之図」・「平戸櫓中之蔵」。
・家世修古図巻3「法印公鞍 家蔵」。

・家世修古図巻4「法印公賜鑓左衛門舩幟
家蔵」。
・什器24付属品の熈書付（史料2）。

由緒・伝来
隆信（道可）由縁。
豊臣秀次より拝領。
「平戸ニ宝蔵ス」（感
恩斎蔵書目録）。

鎮信（法印）由縁。
関ヶ原時に唐津城救援
の礼として寺沢正成よ
り受贈。
「家蔵櫓伝器之中」
（感恩斎蔵書目録）。

不明
定（肥州）由縁。後醍
醐天皇より拝領。
義（天叟）由縁。
足利義教より拝領

鎮信（法印）由縁。
大友義鎮より受贈。
「御代々御譲」。

隆信（道可）所用。

隆信（道可）所用。

隆信（道可）所用。

鎮信（法印）所用。

鎮信（法印）所用。
隆信（宗陽）所用。
不明

不明

不明

不明

隆信（道可）・鎮信（法
印）由縁。
江戸で発見後、清（静
山）・熈により「矢倉
入」「譲道具」へ。

現存等
什器26－1

什器26－2

不明
什器1

什器32

什器18

什器19

什器20－1～4

什器20－5～7

個人蔵

什器23－1

什器23－2

什器560－1

不明
什器21－1～5
不明

不明

不明

不明

什器24

品 目
一両国御弓 一張〈箱入〉

一山科御弓 一張〈右同箱ニ入〉

一御矢 一本〈箱入〉
一錦御鎧直垂上下〈箱入〉
「肥州様従 後醍醐天皇御頂戴」
一半被半切

一御腹当 一具〈箱入〉

一御膝鎧 一双
「右三品、天叟様従 義教将軍御拝領」

一大友御具足 一領〈箱入〉
「従以前 御代々御譲ニ相成居候」
一大友御腹巻 一領
「右二品、法印様江従大友義鎮被贈之」
一道可様鉄御軍団 一柄〈箱入〉

一道可様御旗 一流

一道可様御小旗 一流

一法印様御甲 一頭〈箱入〉

一法印様御鞍 一背〈箱入〉
一宗陽様御具足 一領〈箱入〉
一水滴御長刀〈無銘樋付長壱尺六寸五分
半／中心三尺四寸七分〉一振〈箱入〉
一焼（燈ヵ）台切左衛門四郎御脇差〈無
銘両樋付長壱尺五寸九分〉一腰〈箱入〉
一山桜御刀〈無銘摺揚目釘穴三長弐尺三
寸五歩余〉一腰〈箱入〉
一仁田御小脇指〈無銘白鞘長七寸三分
半〉一腰〈箱入〉
一法印様鑓左衛門江被下舩幟 一〈箱
入〉

№
①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭
⑮
⑯

⑰

⑱

⑲

⑳
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大
書
）、
39
天
叟
様
御
画
像
（
義
の
肖
像
画
、
伝
足
利
義
教
筆
（
実
際
は
義
教
花

押
））。
こ
の
う
ち
39
は
清
と
熈
が
「
御
譲
道
具
」
に
加
え
た
も
の
で
あ
る
（
後
述
）。

Ｃ
は
江
戸
時
代
前
期
の
平
戸
藩
三
代
・
四
代
藩
主
で
あ
る
隆
信
（
宗
陽
、
一
五

九
一
〜
一
六
三
七
）
と
鎮
信
（
天
祥
、
一
六
二
二
〜
一
七
〇
三
）
由
縁
の
品
々
で
、

次
の
四
件
で
あ
る
。⑮
宗
陽
様
御
具
足
、㉔
宗
陽
様
御
盃
、㉕
宇
治
文
琳
御
茶
入
・

㉖
宇
治
文
琳
盆
（
鎮
信
が
片
桐
石
州
よ
り
入
手
）。
こ
の
う
ち
㉕
は
、
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）
に
江
戸
屋
敷
の
茶
堂
方
の
古
櫃
か
ら
出
て
き
た
「
古
紙
」
に
よ
っ

て
、
清
が
鎮
信
由
縁
の
品
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、「
御
譲
道
具
」
に
加
え
た
も

の
で（
12
）、

㉖
も
一
連
の
品
で
あ
る
。

Ｄ
は
九
代
・
十
代
藩
主
で
あ
る
清
と
熈
由
縁
の
品
で
、
既
述
し
た
Ａ
〜
Ｃ
の

⑳
・
㉕
・
㉖
・
38
・
39
の
ほ
か
、
次
の
二
件
が
あ
る
。
㉑
御
刀
〈
延
寿
国
吉
有
銘

但
銘
象
眼
入
長
弐
尺
五
寸
分
半
折
紙
添
〉（
清
が
将
軍
家
斉
よ
り
拝
領
）、
㉒
革
包

御
刀
箱
〈
金
御
紋
附
錠
前
有
〉（
㉑
の
刀
箱
、
清
が
新
作
）。

以
上
か
ら
は
ま
ず
、
清
と
熈
が
「
御
譲
道
具
」
の
充
実
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
清
が
徳
川
家
斉
か
ら
拝
領
し
た
と
い
う
Ｄ
の
㉑
お
よ

び
関
連
の
㉒
以
外
に
も
、
Ａ
〜
Ｃ
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
清
と
熈
に
よ
っ
て
「
御

譲
道
具
」
に
加
え
ら
れ
た
⑳
・
㉕
・
㉖
・
38
・
39
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
「
扣
帳
」

が
作
成
や
更
新
が
な
さ
れ
た
時
期
の
文
化
十
三
年
や
天
保
九
年
は
、
清
が
隠
居
、

熈
が
藩
主
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
「
御
譲
道
具
」
に
対
し
て
行
き
届
い
た
管
理
が

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
清
・

熈
の
時
期
に
お
け
る
松
浦
家
の
先
祖
認
識
の
高
ま
り
や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
充
実
は（
13
）、

「
御
譲
道
具
」
の
分
析
か
ら
も
そ
の
事
実
を
指
摘
で
き
る
。

他
方
、「
御
譲
道
具
」
で
も
Ａ
と
Ｂ
に
分
類
さ
れ
る
品
が
大
き
な
割
合
を
占
め

る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
清
を
遡
る
時
期
か
ら
Ａ
・
Ｂ
の
品
々
が
松
浦

家
で
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
⑧
「
一
大
友
御
具
足

一

領（
14
）」
は
「
右
之
通
ニ
而
、
従
以
前

御
代
々
御
譲
ニ
相
成
居
候
ニ
付
、
其
旨
相
心

得
可
申
事
」
と
あ
り
、
以
前
か
ら
「
御
代
々
御
譲
」
の
品
で
あ
っ
た
と
い
う
。
松

浦
家
の
「
御
譲
道
具
」
は
、
清
や
熈
に
よ
っ
て
充
実
や
管
理
体
制
の
整
備
が
図
ら

れ
た
こ
と
は
大
き
な
特
徴
で
は
あ
る
が
、清
以
前
の
時
期
に
、ど
の
よ
う
に
形
成
・

継
承
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
を
次
に
み
て
い
き
た
い
。

二
「
御
譲
道
具
」
の
形
成

二
―
一

松
浦
義
（
天
叟
）
由
縁
の
品
と
松
浦
棟

【
表
1
】
の
う
ち
⑤
半
被
半
切
は
、
松
浦
義
が
足
利
義
教
よ
り
拝
領
し
た
品
と

伝
わ
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
の
が
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
「
半
被
半
切
及
写
と
添

書
」
で
あ
り
、
錦
の
「
半
被
半
切
」
と
、
麻
布
製
に
な
る
そ
の
写
し
、
お
よ
び
型

紙
が
伝
来
し（
15
）、

次
の
よ
う
な
添
書
二
通
が
付
属
し
て
い
る
。

【
史
料
3
】
滝
川
右
京
書
状
（
什
器
類
32
添
書
1
）

（
端
裏
書
）「
延
宝
六
年
」

一
筆
致
啓
上
候
、

若
殿
様
海
上
御
安
全
、
昨
六
日
昼
前
大
坂
御
着
座
被
遊
、
明
八
日
御
発
足
之

筈
御
座
候
、
次
各
様
可
為
御
堅
固
と
珍
重
之
御
事
候
、

（
広
）

一
普
光
院
御
所
よ
り
御
拝
領
之
は
つ
ひ
は
ん
切
、
ぬ
の
ニ
て
成
共
写
候
て
、
差

上
候
様
ニ
と
可
申
遣
旨
、
御
意
御
座
候
、
左
様
御
心
得
可
被
成
候
、
恐
惶
謹

言
、

滝
川
右
京

三
月
七
日

修
□
（
花
押
）

立
石
又
八
様

浦
新
八
様

人
々
御
中
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【
史
料
4
】
堀
江
友
左
衛
門
等
連
署
書
状
案
（
什
器
類
32
添
書
2
）

去
月
七
日
大
坂
よ
り
之
貴
札
到
来
、
致
拝
見
候
、

若
殿
様
海
上
益
御
機
嫌
好
御
着
座
被
遊
候
由
被
仰
下
、
今
度
御
参
府
之
御
礼

首
尾
能
被
仰
上
候
旨
、
御
左
右
御
座
候
而
、
旁
以
恐
悦
奉
存
候
、
次
御
□
前

様
御
堅
固
御
勤
可
被
成
旨
、
珍
重
之
御
事
ニ
御
座
候
、

一
御
譲
は
つ
ひ
半
切
、
布
ニ
て
成
共
写
候
て
、
指
上
候
様
と
御
意
之
旨
被
仰
下
、

奉
得
其
意
候
、
則
浅
黄
布
ニ
て
写
さ
せ
、
今
度
近
藤
治
部
平
・
林
清
六
被
罷

越
候
条
、
此
便
ニ
指
越
申
候
、
御
請
取
可
被
指
上
候
、

一
色
之
儀
ハ
錦
之
儀
ニ
て
御
座
候
故
、
似
せ
申
儀
六
ヶ
敷
事
ニ
御
座
候
ニ
付
、

浅
黄
布
ニ
仕
候
、

一
尺
も
合
せ
申
候
、
せ
き
ぬ
ひ
ノ
糸
黒
ク
候
故
、
其
通
ニ
仕
候
、
は
り
め
数
も

ミ
へ
申
候
分
ハ
数
合
せ
縫
せ
申
候
、
は
つ
ひ
半
切
共
ニ
御
身
は
ヽ
ひ
た
合
せ

申
候
、

一
半
切
前
之
御
身
は
ヽ
ニ
、
は
き
入
申
候
、
是
ハ
錦
と
布
は
ヽ
合
不
申
候
故
、

惣
御
身
の
は
ヽ
ニ
て
合
せ
申
候
迄
ニ
候
、
併
御
本
の
は
き
の
は
ヽ
、
し
る
し

を
付
進
申
候
、

一
半
切
御
本
御
後
は
ヽ
ニ
ハ
、
は
き
無
御
座
候
得
共
、
此
写
ハ
布
ニ
て
御
座
候

故
、
は
き
入
申
候
、
左
様
ニ
御
心
得
可
被
成
候
、
猶
追
而
可
得
貴
意
候
、
恐

惶
謹
言
、

堀
江
友
左
衛
門

四
月
廿
一
日

立
石
又
八

浦
新
八

瀧
川
右
京
様

貴
報

【
史
料
3
】
は
「
若
殿
様
」
に
従
っ
て
江
戸
参
府
途
上
の
瀧
川
（
滝
川
）
右
京

か
ら
、
平
戸
の
立
石
又
八
・
浦
新
八
に
宛
て
た
書
状
で
、
端
裏
書
か
ら
延
宝
六
年

（
一
六
七
八
）
の
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
足
利
義
教
か
ら
拝
領
の
「
は
つ
ひ
は
ん

切
」
に
つ
い
て
、
布
で
写
し
を
作
成
せ
よ
と
の
「
御
意
」
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
に

進
め
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
返
信
の
案
が
【
史
料
4
】
で
あ
り
、

写
し
の
作
成
を
承
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
錦
で
は
な
く
浅
黄
布
を
使
う
こ
と
、「
せ

き
ぬ
ひ
」
の
糸
や
針
目
の
数
、「
は
き
の
は
ヽ
」
な
ど
、
具
体
的
な
仕
様
に
つ
い

て
伺
い
を
立
て
て
い
る
。

「
若
殿
様
」
は
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
五
代
藩
主
と
な
る
松
浦
棟
（
雄
香
、

宗
英
、
一
六
四
六
〜
一
七
一
三
）で
あ
る
。
延
宝
六
年
時
の
藩
主
は
鎮
信（
天
祥
）

だ
が
、
写
し
を
作
成
せ
よ
と
の
「
御
意
」
は
棟
の
指
示
と
考
え
ら
れ
る
。
瀧
川
右

京
・
立
石
又
八
・
浦
新
八
は
天
和
二
〜
三
年
（
一
六
八
二
〜
八
三
）
の
「
天
祥
院

様
御
代
分
限
帳（
16
）」

に
確
認
で
き
る
平
戸
藩
士
で
、
瀧
川
は
「
御
老
中
」
で
あ
る
。

ま
た
後
述
す
る
『
敬
孝
述
事
』
の
「
天
叟
公
伝
」
中
に
も
「
延
宝
六
年
三
月
宗
英

公
浪
華
の
旅
次
に
在
て
、
瀧
川
右
京
を
し
て
平
戸
の
立
石
又
八
・
浦
新
八
に
与
へ

使
る
の
書
を
得
た
り
。
曰
く
、
義
教
公
の
賜
ふ
所
の
半
切
、
須
く
布
を
以
て
其
肖

形
を
作
り
、
以
江
都
に
上
る
べ
し
。
是
に
於
、
始
て
今
蔵
る
所
の
半
切
は
、
即
是

嘗
義
教
の
賜
ふ
所
の
物
な
る
を
知
こ
と
を
得
た
る
也
。

（
17
）」
と
あ
る
。
十
七
世
紀
後

半
に
松
浦
棟
の
指
示
で
、足
利
義
教
か
ら
拝
領
し
た
松
浦
義
由
縁
の「
半
被
半
切
」

の
写
し
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

⑦
御
膝
鎧
も
「
半
被
半
切
」
と
同
じ
く
松
浦
義
が
足
利
義
教
か
ら
拝
領
し
た
と

伝
わ
る
品
で
、「
膝
鎧
」
と
し
て
伝
来
し
て
い
る（
18
）。
そ
の
付
属
品
に
次
の
史
料
が

あ
る
。

【
史
料
5
】
御
膝
鎧
仕
立
様
注
文
（
什
器
類
19
付
属
品
）

御
膝
鎧
仕
立
様
注
文

一
家
表
赤
地
之
錦
〈
但
紫
黄
色
白
こ
ん
色
之
糸
少
ま
し
る
〉

一
家
裏
白
ぬ
め
綸
子

平戸藩松浦家の「御譲道具」とその形成
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一
仕
立
様
仮
威
の
こ
と
く

一
家
付
き
之
威
様
少
お
と
し
付
ケ
申
通

一
家
付
き
之
お
め
り
か
わ
・
ち
か
ら
か
わ
・
へ
り
か
わ
、
仮
お
と
し
の
こ
と
く

一
紐
ノ
長
サ
六
尺
弐
寸

一
壱
具
之
内
、
左
之
御
膝
鎧
ニ
ち
か
ら
か
わ
な
し
、
な
を
り
か
わ
・
へ
り
か
わ
、

か
り
威
の
こ
と
く

一
家
付
之
威
糸
三
筋

一
こ
さ
る
付
之
糸
丸
打
壱
筋

右
糸
二
口
合
四
筋
指
越
申
候
、

一
こ
さ
る
付
之
む
す
び
様
、
か
り
お
と
し
の
こ
と
く
、
と
ん
ぼ
う
む
す
び

〆三
月
晦
日

内
野
真
左
衛
門

山
田
久
助
殿

こ
れ
は
膝
鎧
に
つ
い
て
修
理
あ
る
い
は
写
し
の
作
成
が
検
討
さ
れ
た
際
に
、
そ

の
仕
立
の
仕
様
を
書
き
付
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。【
史
料
5
】
だ
け
で
は
目

的
が
修
理
か
写
し
の
作
成
か
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
こ
の
膝
鎧
は
「
腹
当（
19
）」
と
と

も
に
松
平
定
信
『
集
古
十
種
』
に
収
録
さ
れ
る
も
の
で（
20
）、
定
信
か
ら
平
戸
藩
に
腹

当
と
膝
鎧
の
由
緒
に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て
清（
静
山
）

が
自
ら
書
き
送
っ
た
定
信
宛
の
回
答
が
伝
わ
り
、
そ
の
中
で
清
は
「
御
腹
巻
者
、

御
拝
領
之
節
之
侭
ニ
而
相
伝
、
繕
等
相
加
候
も
の
と
ハ
不
相
見
、
殊
之
外
古
く
御

座
候
、
御
膝
鎧
之
方
者
、
元
禄
中
ニ
御
修
復
御
座
候
旨
、
御
記
録
有
之
候
而
、
塗

并
威
等
あ
た
ら
敷
御
座
候
」
と
述
べ
て
い
る（
21
）。【
史
料
5
】
の
宛
所
の
山
田
久
助

は
「
天
祥
院
様
御
代
分
限
帳
」
に
も
確
認
で
き
る
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀

前
半
頃
の
藩
士
で
あ
り
、【
史
料
5
】
は
平
戸
藩
が
そ
の
頃
に
膝
鎧
の
修
理
を
施

し
た
際
の
仕
立
注
文
と
考
え
ら
れ
る
。
清
は
『
敬
考
述
事
』「
天
叟
公
伝
」
に
も

膝
鎧
に
つ
い
て
「
宗
英
公
の
世
、
之
を
修
繕
せ
し
者
也
。」
と
記
し
て
い
る（
22
）。

二
―
二

松
浦
棟
と
「
伝
器
」

こ
の
半
被
半
切
お
よ
び
膝
鎧
と
腹
当
に
関
連
し
て
、
清
に
よ
る
注
目
す
べ
き
記

事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
松
浦
棟
に
よ
る
歴
代
当
主
の
伝
記
や
新
た
に
収
集
し
た
諸

資
料
を
元
に
清
が
編
集
し
た
松
浦
家
の
家
譜
と
編
纂
資
料
か
ら
な
る
『
敬
孝
述

事
』
や
、
そ
れ
を
さ
ら
に
再
編
集
・
増
補
し
た
『
家
世
伝
』
に
収
ま
る
松
浦
義
の

伝
記
「
天
叟
公
伝
」
に
記
さ
れ
て
い
る（
23
）。

清
の
問
題
関
心
は
「
天
叟
公
伝
」
の
編

纂
資
料
と
な
っ
た
諸
書
に
お
け
る
「
腹
当
」
と
「
腹
巻
」、「
膝
鎧
」
と
「
脛
楯
」、

「
半
被
半
切
」
と
「
錦
の
半
袴
」・「
錦
の
半
切
」・「
半
臂
」・「
錦
鎧
直
垂
」
な
ど

名
称
の
混
乱
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
行
論
中
に
半
被
半
切
・
腹
当
・
膝
鎧
を
載
せ

た
年
代
を
異
に
す
る
複
数
の
「
伝
器
簿
」
の
存
在
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

や
や
長
文
だ
が
、『
敬
孝
述
事
』
の
「
伝
器
簿
」
に
係
る
部
分
を
次
に
掲
げ
る
。

【
史
料
6
】「
敬
孝
述
事
原
本
（
第
五
函
収
）」
校
修
松
浦
氏
家
譜

本
伝

天
叟

公

下
（
古
文
書
類
Ⅰ
―
1
（
ハ
）
4
―
88
）

（
※
原
文
は
送
り
カ
ナ
と
返
り
点
を
付
し
た
漢
文
）

（
前
略
）

若
夫
の
義
教
の
賜
ふ
所
の
腹
巻
、
錦
の
半
袴
、
及
公
の
造
る
所
の
義
教
公
の
像
、

今
尚
を
之
を
伝
て
、
府
庫
及
普
門
寺
の
祠
堂
に
在
り
。

攷
腹
巻
は
、
清
封
を
襲
に
よ
り
来
た
、
未
だ
嘗
家
蔵
に
義
教
公
の
賜
ふ
所

の
腹
巻
と
称
る
者
有
を
聞
か
ず
。
頃
元
禄
四
年
に
作
る
所
の
伝
器
の
簿
を
見

る
に
、
腹
巻
の
目
有
り
。
因
其
物
を
見
ざ
る
に
、
匱
蓋
の
上
に
、
御
腹
巻
と

標
書
す
る
者
有
り
。（
中
略
）
伝
器
の
簿
六
本
有
。
一
は
元
禄
四
年
辛
未
の

簿
、
一
は
十
六
年
癸
未
の
簿
、
一
は
正
徳
三
年
癸
巳
の
簿
、
一
は
享
保
十
三

年
戊
申
の
簿
、
一
は
宝
暦
四
年
甲
戌
の
簿
、
一
は
年
号
を
失
す
。
蓋
元
禄
の

初
め
録
る
所
。
六
本
を
併
せ
て
之
を
視
る
に
、
辛
未
の
簿
及
失
号
簿
最
も
古
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�
�
�
�
�
�
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し
。
而
辛
未
の
簿
に
目
を
挙
て
曰
く
、
御
腹
巻
壱
領
匱
に
納
。
次
に
曰
く
、

御
膝
鎧
壱
双
同
し
匱
に
納
む
。
失
号
簿
に
は
御
腹
巻
壱
領
と
曰
て
、
膝
鎧
を

記
せ
ず
。
但
々
其
下
に
、
脛
楯
を
具
と
小
書
す
。
是
即
膝
鎧
を
謂
ふ
者
に
し

て
、
之
を
腹
巻
に
附
て
、
同
匱
に
納
た
る
を
明
す
也
。
十
六
年
の
簿
も
亦
腹

巻
膝
鎧
を
記
る
こ
と
、
辛
未
の
簿
に
同
ふ
し
て
、
腹
巻
の
上
へ
に
片
紙
を
貼

り
、
之
に
腹
当
と
書
す
。
膝
鎧
は
故
の
如
し
。
正
徳
の
簿
は
即
腹
当
と
書
し
、

次
に
膝
鎧
と
書
す
。
其
下
の
匱
に
納
る
の
事
を
記
る
は
、
辛
未
の
簿
に
同
し
。

是
乃
十
六
年
の
簿
の
貼
紙
の
題
る
所
に
傚
て
、
改
め
書
る
者
也
。
然
と
も
膝

鎧
を
記
る
こ
と
故
の
如
し
。
是
を
以
て
之
を
見
れ
ば
、
腹
当
は
乃
辛
未
の
簿

の
腹
巻
と
称
る
所
の
者
に
し
て
、
他
の
謂
に
非
る
也
。
享
保
の
簿
は
前
に
傚

ひ
一
も
異
る
者
無
し
。
宝
暦
の
簿
も
亦
復
之
に
踵
で
、
唯
新
に
之
を
作
る
己

み
。
且
夫
失
号
簿
に
腹
巻
と
称
す
る
者
、
十
六
年
の
簿
に
至
て
、
腹
当
と
改

め
題
る
所
以
ん
の
者
は
、
蓋
其
物
腹
当
と
制
を
同
ふ
す
る
の
故
を
以
て
也
。

（
中
略
）
夫
の
（
半
被
半
切
に
つ
い
て
）
伝
記
の
簿
の
記
る
所
も
亦
各
々
異

同
有
り
。
失
号
簿
は
其
目
を
挙
、
錦
の
半
切
壱
ツ
と
書
し
而
、
其
下
に
半
臂

を
具
す
と
小
書
す
。
辛
未
の
簿
は
錦
の
半
切
壱
ツ
匱
に
納
む
と
書
し
、
次
に

錦
の
半
臂
壱
ツ
同
匱
に
納
む
と
書
す
。
十
六
年
の
簿
も
亦
、
之
を
記
る
こ
と

辛
未
の
簿
に
同
し
。
而
半
切
と
記
る
の
上
に
片
紙
を
貼
り
、
更
に
錦
鎧
直
垂

上
下
匱
に
納
の
八
字
を
書
す
。
其
次
半
臂
と
記
る
の
上
も
亦
、
白
紙
を
貼
り

て
之
を
掩
ふ
。
正
徳
三
年
の
簿
に
至
て
は
、
乃
半
切
半
臂
の
目
を
舎
、
貼
紙

の
題
る
所
に
傚
ひ
、
直
ち
に
錦
の
鎧
直
垂
上
下
匱
に
納
む
と
書
り
。
享
保
・

宝
暦
二
簿
も
亦
、
訛
に
踵
で
卒
に
其
の
二
名
を
亡
ふ
。（
後
略
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
清
が
襲
封
し
た
こ
ろ
は
足
利
義
教
下
賜
の
家
蔵
「
腹
巻
」
は

聞
い
た
こ
と
が
無
か
っ
た
が
、
最
近
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
作
成
の
「
伝
器

簿
」
を
見
た
と
こ
ろ
「
腹
巻
」
の
項
目
が
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
「
伝
器
簿
」

は
、
元
禄
四
辛
未
簿
、
元
禄
十
六
癸
未
簿
、
正
徳
三
癸
巳
簿
（
一
七
一
三
）、
享

保
十
三
戊
申
簿（
一
七
二
八
）、
宝
暦
四
甲
戌
簿（
一
七
五
四
）、
年
代
不
明
簿（
元

禄
初
め
）
の
六
つ
が
あ
っ
て
、
元
禄
四
年
簿
と
年
代
不
明
簿
が
最
も
古
い
と
し
、

そ
れ
は
各
簿
に
お
け
る
腹
当
（
腹
巻
）
と
膝
鎧
（
脛
楯
）、
お
よ
び
半
被
半
切
（
錦

の
半
切
、
錦
の
半
臂
、
錦
鎧
直
垂
）
の
名
称
の
比
較
（
波
線
部
）
に
よ
っ
て
も
示

さ
れ
て
い
る
。

各
「
伝
器
簿
」
に
他
に
ど
の
よ
う
な
「
伝
器
」
が
収
録
さ
れ
て
い
た
の
か
は
分

か
ら
な
い
が
、
六
つ
の
伝
器
簿
の
内
容
は
重
複
が
あ
り
、
元
禄
初
期
か
ら
享
保
十

三
年
ま
で
は
十
数
年
毎
に
「
伝
器
」
の
改
め
と
伝
器
簿
の
更
新
が
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
作
成
・
更
新
の
時
期
は
、
年
代
不
明
簿
（
元
禄
初
め
）
が

棟
の
襲
封
（
元
禄
二
年
七
月
）
頃
に
、
元
禄
四
年
簿
と
元
禄
十
六
年
簿
が
棟
の
藩

主
在
任
中
（
〜
正
徳
三
年
二
月
）
に
作
成
さ
れ
て
い
る
。
次
の
正
徳
三
年
簿
は
同

年
二
月
の
六
代
篤
信
の
襲
封
頃
、
享
保
十
三
年
簿
は
七
代
有
信
の
襲
封
（
享
保
十

二
閏
正
月
）
あ
る
い
は
八
代
誠
信
の
襲
封
（
同
十
三
年
十
一
月
）
頃
、
宝
暦
四
年

簿
は
誠
信
の
在
任
中
（
〜
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
二
月
）
の
作
成
に
な
る
。
棟
、

篤
信
、
そ
し
て
有
信
も
し
く
は
誠
信
の
襲
封
頃
の
作
成
と
い
う
点
か
ら
は
、
藩
主

就
任＝

家
督
継
承
に
伴
っ
て
「
伝
器
」
の
改
め
と
伝
器
簿
の
更
新
が
お
こ
な
わ
れ

た
こ
と
を
想
定
で
き
る
。
享
保
十
三
年
か
ら
宝
暦
四
年
ま
で
二
十
六
年
の
間
が
空

く
の
は
、
藩
主
の
交
替
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
宝
暦
四
年
に
伝
器
簿
が
更

新
さ
れ
た
理
由
は
分
か
ら
な
い
。
清
の
襲
封
は
安
永
四
年
で
、
宝
暦
四
年
か
ら
二

十
一
年
を
隔
て
る
。
こ
の
こ
ろ
に
は
襲
封
に
伴
う
「
伝
器
」
の
改
め
や
伝
器
簿
の

更
新
は
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
清
に
よ
っ
て
伝
器
簿
が
見
出

さ
れ
、
そ
れ
を
元
に
松
浦
家
の
「
御
譲
道
具
」
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
再
形
成
さ

れ
充
実
さ
れ
て
い
っ
た
。

棟
と
伝
器
簿
に
話
を
戻
す
と
、
棟
の
在
任
期
に
は
襲
封
頃
の
時
期
を
含
め
て
伝

器
簿
が
三
度
作
成
さ
れ
て
お
り
、
棟
が
「
伝
器
」
に
対
し
て
強
い
関
心
を
も
っ
て

平戸藩松浦家の「御譲道具」とその形成
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い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
は
棟
が
半
被
半
切
の
写
し
作
成
や
膝
鎧
の
修
理
な
ど
、

「
伝
器
」
の
紛
失
や
朽
損
に
備
え
、
そ
の
保
存
や
継
承
に
も
意
を
配
し
た
こ
と
に

も
表
れ
て
い
る（
24
）。
ま
た
こ
の
頃
に
は
松
浦
家
の
系
図
編
纂
の
動
き
も
み
ら
れ
、
棟

自
身
も
系
図
や
歴
代
当
主
の
伝
記
の
整
理
を
手
掛
け
て
い
る
。
最
後
に
そ
れ
ら
の

系
図
や
伝
記
か
ら
、
近
世
前
〜
中
期
に
お
け
る
松
浦
家
が
ど
の
よ
う
な
先
祖
認
識

を
持
ち
、「
御
譲
道
具
」
へ
と
つ
な
が
る
「
伝
器
」
を
形
成
さ
せ
た
の
か
確
認
し

た
い
。

三

元
禄
〜
宝
永
期
に
お
け
る
松
浦
家
の
先
祖
認
識

三
―
一

松
浦
家
の
系
図
編
纂

松
浦
家
の
系
図
類
の
う
ち
、
そ
の
成
立
が
清
（
静
山
）
よ
り
も
前
の
、
十
七
〜

十
八
世
紀
前
半
に
な
る
も
の
と
し
て
、
�
源
朝
臣
松
浦
系
図（
25
）、

�
寛
永
諸
家
系
図

伝
（
草
稿
本（
26
））、
�
寛
永
諸
家
系
図
伝
（
献
上
本（
27
））、
�
松
浦
系
図（
28
）、
�
松
浦
系
図

（
続
群
書
類
従
本（
29
））、
�
源
氏
松
浦
系
図（
30
）が
あ
る
。

�
は
「
慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
八
月
十
五
日
書
之

浄
賢
（
花
押
）」
の

奥
書
が
あ
る
松
浦
一
族
の
系
図
で
、
平
戸
松
浦
家
は
鎮
信
（
法
印
）
ま
で
を
収
め
、

隆
信
（
道
可
）
の
「
慶
長
四
年
卒
去
」
を
記
す
。

�
は
寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
に
江
戸
幕
府
が
編
纂
し
た
大
名
・
旗
本
約
一

四
〇
〇
家
の
系
譜
集
で
あ
る
。
諸
家
か
ら
提
出
さ
れ
た
系
譜
を
元
に
編
纂
さ
れ
、

同
二
十
年
に
完
成
し
た
。
特
に
国
立
公
文
書
館
本
は
幕
府
へ
の
献
上
本
で
、
紅
葉

山
文
庫
旧
蔵
品
で
あ
る
。
�
は
�
の
草
稿
本
で
、
諸
家
か
ら
提
出
さ
れ
た
内
容
に

よ
り
近
い
も
の
と
い
え
る
。

�
は
「
任
」（
棟
）
と
そ
の
子
「
英
」（
数
馬
、
篤
信
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）

生
）
ま
で
を
記
し
た
系
図
で
、
後
欠
す
る
。
内
容
は
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の

記
事
ま
で
確
認
で
き
る
が
、
鎮
信
（
天
祥
）・
任
・
英
の
三
代
は
、
そ
れ
以
前
の

隆
信
（
宗
陽
）
ま
で
の
歴
代
の
記
述
と
墨
色
や
年
代
の
表
記
（
元
号
か
干
支
か
）

が
異
な
り
、
ま
た
任
は
棟
、
英
は
数
馬
と
改
名
後
の
名
を
書
き
加
え
る
こ
と
か
ら
、

当
初
は
隆
信
（
宗
陽
）
ま
で
が
作
ら
れ
、
そ
の
後
書
き
足
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性

が
高
い
。
隆
信（
宗
陽
）の
記
事
は
寛
永
十
四
年
の
卒
で
終
え
て
お
り
、
鎮
信（
天

祥
）
に
つ
い
て
の
記
述
内
容
か
ら
も
、
十
七
世
紀
中
〜
後
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ

る
。�

は
「
任
〈
壱
岐
守
〉」（
棟
）
と
「
昌
〈
織
部
〉」
の
兄
弟
ま
で
を
記
し
た
系

図
。
末
尾
に
「
以
諸
家
系
図
纂
校
合
畢
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
徳
川
光
圀
に
よ

る
『
諸
家
系
図
纂
』（
元
禄
五
年
（
一
六
九
二
）
序
）
と
時
期
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
歴
代
当
主
や
伝
記
は
�
と
�
の
両
者
あ
る
い
は
ど
ち
ら

か
に
共
通
し
て
お
り
、
両
者
の
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
系
図
で
あ
る
。
�
は
こ
れ

ら
の
系
図
等
を
も
と
に
、
さ
ら
に
考
察
を
加
え
て
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）
に
松

浦
棟
が
作
成
し
た
系
図
で
あ
る（
31
）。

こ
れ
ら
六
件
の
系
図
に
お
い
て
、
二
章
で
由
縁
の
「
御
譲
道
具
」
が
多
か
っ
た

Ａ
の
隆
信
（
道
可
）、
鎮
信
（
法
印
）
と
Ｂ
の
定
（
肥
州
）、
義
（
天
叟
）
の
伝
記

を
比
較
し
、
そ
の
要
点
を
【
表
2
】
に
ま
と
め
た
。

三
―
二

義
（
天
叟
）
と
足
利
義
教
の
関
係

義
（
天
叟
）
に
つ
い
て
は
、
�
〜
�
で
足
利
義
教
下
賜
の
腹
巻
・
錦
の
半
切
・

毛
氈
鞍
覆
、
普
門
寺
の
創
建
と
義
教
像
の
安
置
、
南
禅
寺
景
南
着
賛
の
寿
像
に
つ

い
て
記
し
て
お
り
、
特
に
�
・
�
か
ら
、
こ
れ
ら
が
十
七
世
紀
中
葉
に
は
既
に
義

由
縁
の
品
と
し
て
松
浦
家
や
平
戸
の
普
門
寺
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

普
門
寺
の
足
利
義
教
像
は
【
史
料
6
】
に
「
公
の
造
る
所
の
義
教
公
の
像
、
今
尚

を
之
を
伝
て
…
普
門
寺
の
祠
堂
に
在
り
」
と
あ
る
も
の
で
、
宝
永
元
年
（
一
七
〇

四
）
に
棟
が
修
理
を
施
し
て
い
る（
32
）。
南
禅
寺
景
南
着
賛
の
寿
像
は
、「
扣
帳
」
に

も
載
る
【
表
1
】
の
37
天
叟
様
御
判
御
掛
物
で
あ
り
、
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
の
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「
天
叟
和
尚
判
物
」
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る（
33
）。

ま
た
�
〜
�
に
「
義
が
出
仕
の
時
、
好
ん
で
赤
烏
帽
子
を
着
す
。
義
教
自
ら
そ

の
姿
を
描
き
下
賜
し
、
義
は
拝
戴
し
て
南
禅
寺
に
寄
進
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ

る
。
こ
の
赤
烏
帽
子
を
着
し
た
義
の
像
が
【
表
1
】
の
39
天
叟
様
御
画
像
で
あ
り
、

松
浦
史
料
博
物
館
に
「
天
叟
画
像
」（
什
器
類
28
―
1
）
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
。

直
垂
に
赤
い
立
烏
帽
子
を
着
し
、
右
向
き
に
胡
座
し
た
武
将
像
で
、
上
部
に
永
享

十
年
（
一
四
三
八
）
の
賛
と
、
右
上
に
足
利
義
教
の
花
押
が
あ
る
。
足
利
将
軍
家

の
周
辺
で
描
か
れ
た
十
五
世
紀
前
半
に
遡
る
武
士
肖
像
画
の
優
れ
た
作
例
と
し
て

特
筆
す
べ
き
存
在
で
、
渡
邊
雄
二
氏
に
よ
る
詳
し
い
紹
介
が
あ
る（
34
）。
こ
の
肖
像
画

は
十
七
〜
十
八
世
紀
に
は
松
浦
家
に
所
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
清（
静
山
）が
京
都
・

相
国
寺
普
広
院
（
義
教
菩
提
寺
）
に
所
在
す
る
こ
と
を
知
り
、
文
化
十
一
年
（
一

八
一
四
）
に
普
広
院
か
ら
入
手
し
た（
35
）。

つ
ま
り
�
〜
�
の
作
成
段
階
で
は
、
現
物

は
未
確
認
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
義
教
自
ら
そ
の
姿
を
描
き
」
や
、
普
広
院
で

は
な
く
南
禅
寺
と
い
う
誤
認
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
存
在
を
松
浦
家
で
も
認
識
し
、

系
図
に
書
き
記
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
情
報
源
は
、
�
〜
�
に
も
記
さ
れ
た「
肥

州
の
数
寄
の
赤
烏
帽
子
」と
い
う
諺
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
諺
は
変
わ
っ

た
も
の
を
好
む
喩
え
と
し
て
十
七
世
紀
の
当
時
、
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た（
36
）。『
塩

尻
拾
遺
』
巻
五
に
は
「
義
教
将
軍
の
時
、
松
浦
肥
前
守
源
義
、
御
数
寄
こ
と
に
赤

ぬ
り
の
烏
帽
子
を
著
し
て
参
り
し
か
ば
、
将
軍
其
貌
を
自
図
し
て
賜
ひ
し
。
義
、

薙
染
（
出
家
）
の
後
、
彼
の
像
を
南
禅
寺
に
納
め
し
と
か
や
。
当
時
の
諺
に
、
ス

キ
ニ
赤
ヱ
ボ
シ
と
い
ひ
け
る
は
、
此
肥
前
守
が
故
事
也
と
ぞ
。

（
37
）」
と
い
う
説
話
も

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
肖
像
画
に
つ
い
て
は
不
記
載
だ
が
、
�
も
義
の

赤
烏
帽
子
好
み
に
言
及
し
て
い
る
。
�
〜
�
の
系
図
に
赤
烏
帽
子
と
肖
像
画
に
ま

つ
わ
る
説
話
を
盛
り
込
む
上
で
、
近
世
初
頭
の
系
図
が
赤
烏
帽
子
に
つ
い
て
わ
ず

か
で
も
触
れ
て
い
る
こ
と
の
影
響
は
、
小
さ
く
な
い
と
考
え
る
。

義
は
足
利
義
教
と
深
い
関
係
を
築
い
た
当
主
で
、
そ
の
関
係
は
十
七
世
紀
中
葉

の
松
浦
家
で
も
認
識
さ
れ
て
系
図
に
詳
し
く
記
さ
れ
た
。
さ
ら
に
赤
烏
帽
子
と
肖

像
画
に
ま
つ
わ
る
説
話
も
系
図
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
両
者
の
縁
は
強
調
さ

れ
て
い
く
。
そ
れ
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
二
章
で
み
た
よ
う
に
、
両
者
の
深
い

関
係
の
証
と
さ
れ
た
品
々
は
松
浦
家
で
代
々
継
承
し
て
い
く
べ
き
「
伝
器
」
と
位

置
づ
け
ら
れ
、
棟
に
よ
っ
て
朽
損
や
紛
失
に
備
え
て
写
し
の
作
成
や
修
理
が
施
さ

れ
た
。

三
―
三

定
（
肥
州
）
と
南
朝
の
関
係

定
（
肥
州
）
は
、
鎌
倉
期
に
松
浦
地
域
各
地
に
割
拠
し
た
松
浦
一
族
の
う
ち
、

「
峯
」
氏
を
称
し
て
平
戸
を
本
拠
と
し
た
一
族
（
後
の
平
戸
松
浦
家
）
で
あ
る
。

鎌
倉
期
の
峯
氏
歴
代
で
も
、
同
時
代
史
料
が
豊
富
に
残
る
の
が
峯
「
貞
」
で
あ
り
、

峯
貞
は
南
北
朝
期
か
ら
「
松
浦
肥
前
守
定
」
を
名
乗
っ
た
。
定
は
鎌
倉
幕
府
倒
幕

に
加
わ
り
、
そ
の
後
も
畿
内
・
関
東
で
活
動
す
る
。
建
武
三
年
（
一
三
三
六
）
に

南
朝
方
と
し
て
九
州
に
戻
る
が
、
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
に
北
朝
（
足
利
）
方

に
属
し
た（
38
）。

こ
の
よ
う
に
現
在
で
は
同
時
代
史
料
か
ら
足
跡
を
追
え
る
定
だ
が
、【
表
2
】

の
�
で
は
「
定

松
浦
肥
前
守
」、
�
は
「
定

肥
前
守
」、
�
は
「
負

松
浦（
39
）」、

�
は
「
貞

松
浦
」
と
あ
る
の
み
で
、
詳
細
は
ま
っ
た
く
知
ら
れ
て
い
な
い
。
一

方
で
�
で
は
「
貞

平
戸
肥
前
守

号
松
浦
鬼
八
郎
」「
元
弘
合
戦
ニ
宮
方
抽
戦

功
」
と
あ
り
、
�
で
は
「
鬼
八
郎

肥
前
守
、
時
人
称
鬼
肥
州
」、「
新
田
・
足
利

挑
戦
之
時
、
専
帰
義
心
于

南
帝
、
於
平
戸
以
其
霊
社
号
某
大
明
神
」
と
記
載
さ

れ
る
。�
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
定
の
伝
記
は
、実
は
�
〜
�
に
お
い
て
は
、定（
貞
）

か
ら
五
〜
六
代
子
孫
に
あ
た
る
「
是
興
」
の
伝
と
し
て
記
載
さ
れ
る
。
だ
が
棟
は
、

�
に
お
け
る
「
松
浦
鬼
八
郎
」
や
「
宮
方
抽
戦
功
」
の
記
載
、
お
よ
び
小
値
賀
島

に
残
る
「
牛
の
塔
」
の
「
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）」「
肥
前
守
源
定
」
銘（
40
）や
、『
太

平
記
』
巻
第
二
十
一
「
先
帝
崩
御
事
」
に
登
場
す
る
「
松
浦
鬼
八
郎
」
を
根
拠
と

平戸藩松浦家の「御譲道具」とその形成
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鎮信（法印）

・同（松浦）肥前守。

・朝鮮で多くの武功。秀吉から「御書数十通、及小袖・道
服・帷子等類被送」。
・朝鮮で小西行長の危機を救う。
・石田三成挙兵の際、一貫して徳川方に与し、家康から感
状。「一途顕 家康公御一味之志。依之於 御当家抽忠節
之旨御感之余、同年九月被成下 御教書」。
・朝鮮で多くの武功。秀吉から「御書数十通、及小袖・羽
織・帷子等の類送たまはり」。
・朝鮮で小西行長の危機を救う。
・石田三成挙兵の際、一貫して徳川方に与し、家康から感
状。「一途に東照大権現御一味之志をあらはす。是により
て御当家にをひて忠節をぬきんづるむね御感のあまり、同
年九月に御教書を下さる」。
・朝鮮で多くの武功。秀吉から「賜時服并御教書数」。
・朝鮮で小西行長の危機を救うも、「秀吉公詳不知法印之
功。帰陳以後、弥小西有隙」。
・重臣の追放など領内におけるキリスト教禁教の徹底。「後
及幕下此令而、子孫正悦 法印先見之明」。
・石田三成挙兵の際、一貫して徳川方に与し、家康から感
状。「専顕 東照君一味志、故賜御書」。
・「天正慶長際 隆信・鎮信不属他家之麾下而達一分之忠
功云々」。
・朝鮮で数多くの武功。秀吉から「賜時服并御書数」。
・朝鮮で小西行長の危機を救うも、「秀吉公未詳知法印之
功。帰陣以後、弥与小西有隙」。
・重臣の追放など領内におけるキリスト教禁教の徹底。「後
及幕下出此令而。子孫正悦法印先見之明」。
・「天正慶長際 隆信・鎮信不属他家。而有一分之忠功」。
・石田三成挙兵の際、一貫して徳川方に与し、家康から感
状。「専顕東照君一味之志。故賜御感書」。
・朝鮮で数多くの武功。秀吉から「賜時服并御書数」。
・朝鮮で小西行長の危機を救うも、「秀吉公不詳知法印之
功。帰陣以後、弥与小西有隙」。
・重臣の追放など領内におけるキリスト教禁教の徹底。「後
及 幕下出此令而、子孫甚喜法印先見之明」。
・「天正慶長際、隆信・鎮信不属他家、而有一家之忠功」。
・石田三成挙兵の際、一貫して徳川方に与し、家康から感
状。「専顕 東照君一味之志。故賜御感書」。

隆信（道可）

・同（松浦）肥前守。法名道可。
・慶長四年卒去。

・天正14年波多氏・大村氏との争いに勝利。「此外与隣国
之兵数戦数勝、近境悉伏其威。」
・天正15年豊臣秀吉の九州平定と同17年天草国人一揆の鎮
圧における武功。秀吉への忠義「道可父子、終不変貞節之
操、固守忠義之志」。秀吉の「御朱印」・「御書」あり。

・天正14年波多氏・大村氏との争いに勝利。「このほか隣
国の兵と屡々戦い、近境こと〳〵くその威に伏す。」
・天正15年豊臣秀吉の九州平定、同17年天草国人一揆の鎮
圧における武功。秀吉への忠義「隆信父子ついに貞節のみ
さほをへんぜす、忠義のこヽろさしをかたくまもる」。秀
吉の「御朱印」・「御書」あり。

・天正14年波多氏・大村氏との争いに勝利。壱岐も勢力下
に収め、近世の平戸藩と松浦家の基礎を確立。「日高氏以
壱州帰之。近境伏其威、松浦家到是殆興。」
・天正15年豊臣秀吉の九州平定、同17年天草国人一揆の鎮
圧における武功。秀吉の「御教書」あり。

・天正14年波多氏・大村氏との争いに勝利。壱岐も勢力下
に収め、近世の平戸藩と松浦家の基礎を確立。「日高氏以
壱州皈之。近境伏其威、松浦家到是始興。」
・天正15年豊臣秀吉の九州平定、同17年天草国人一揆の鎮
圧における武功。秀吉の「御教書」あり。

・天正14年波多氏・大村氏との争いに勝利。壱岐も勢力下
に収め、近世の平戸藩と松浦家の基礎を確立。「日高氏以
壱州帰之。近境伏其威、松浦家到是累興。」
・天正15年豊臣秀吉の九州平定、同17年天草国人一揆の鎮
圧における武功。秀吉の「御教書」あり。
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表2．諸系図における定（肥州）・義（天叟）・隆信（道可）・鎮信（法印）の伝記
義（天叟）

・同（松浦）肥前守。法名義公。
・義教将軍に仕え、上洛。赤烏帽子を好む。
・嘉吉2年出家、天叟入道と号す。

・足利義教より腹巻・錦の半切・毛氈鞍覆等を賜る。腹巻・半切
現存す。
・義教の訃報を聞き上洛。剃髪して天叟義公と号し、平戸に普門
寺を創建し、義教像を安置す。
・天叟寿像あり。南禅寺景南和尚着賛。

・足利義教より腹巻・錦の半切・毛氈鞍覆等を賜る。腹巻・半切
現存す。
・義教の訃報を聞き上洛。剃髪して天叟義公と号し、平戸の是興
寺に住す。新たに普門寺を創建し、義教像を安置す。
・天叟の寿像あり。南禅寺景南和尚是を賛す。

・足利義教より腹巻・錦の半切・毛氈鞍覆等を賜る。腹巻・半切
現存す。
・嘉吉元年8月、6月24日の義教の訃報を聞き上洛。剃髪して天
叟と号し、平戸に普門寺を創建し、義教像を安置す。
・出仕の時、好んで赤烏帽子を着す。故に義教自らその貌を描き、
下賜す。義は拝戴して南禅寺に寄進するという。諺に言う肥州の
数寄の赤烏帽子とはこのこと。
・享徳甲戌仲秋、前南禅寺景南が寿像賛を着す。

・足利義教より腹巻・錦の絆切・毛氈鞍覆等を賜る。腹巻・上半
切今猶存。
・嘉吉元年8月、6月24日の義教の訃報を聞き上洛。剃髪して天
叟と号し、平戸に普門寺を創建し、義教像を安置す。尊像今在。
・出仕の時、好んで赤烏帽子を着す。故に義教自らその貌を描き、
下賜す。義は拝戴して南禅寺に寄進するという。諺に言う肥州の
数寄の赤烏帽子とはこのこと。
・享徳甲戌仲秋、前南禅寺景南が寿像賛を着す。

・足利義教より腹巻・錦の半切・毛氈鞍覆等を賜る。
・嘉吉元年8月、6月24日の義教の訃報を聞き上洛。剃髪して天
叟と号し、平戸に普門寺を創建し、義教像を安置す。
・出仕の時、好んで赤烏帽子を着す。故に義教自らその姿を描き、
下賜す。義は拝戴して南禅寺に寄進するという。諺に言う肥州の
数寄の赤烏帽子とはこのこと。
・享徳甲戌仲秋、前南禅寺景南が寿像賛を着す。

定（肥州）

・貞。平戸肥前守。
・松浦鬼八郎と号す。
・元弘合戦で宮方に戦功。

・松浦肥前守。

・肥前守。

・負（貞の誤字）。松浦。

・貞。松浦。

・鬼八郎。肥前守。
・時人鬼肥州と称す。
・新田・足利挑戦の時、専帰
義心于 南帝。
・於平戸以其霊社号某大明神。

�
源朝臣松浦系図
1613年成立
1702年発見？

�
寛永諸家系図伝
（草稿本）

1641～43年頃成立

�
寛永諸家系図伝
（献上本）
1643年成立

�
松浦系図

17世紀中～後期成立

�
『群書類従』
松浦系図

1692年頃成立ヵ

�
源氏松浦系図
1709年成立
松浦棟編

平戸藩松浦家の「御譲道具」とその形成
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し
て
、「
旧
本
誤
而
此
文
在
是
興
之
下
」
と
し（
41
）、
こ
れ
ら
の
伝
記
を
定
の
も
の
と

し
て
�
に
記
し
た
。

な
お
【
表
1
】
に
は
、
定
が
後
醍
醐
天
皇
か
ら
拝
領
し
た
と
の
伝
承
を
持
つ
④

錦
御
鎧
直
垂
上
下
が
記
載
さ
れ
る
が
、
�
〜
�
に
は
錦
御
鎧
直
垂
上
下
に
つ
い
て

言
及
が
無
い
。『
敬
孝
述
事
』
に
も
記
載
が
無
い
が
、『
家
世
伝
』
で
は
定
の
伝
記

「
肥
州
公
伝
」に
、
後
醍
醐
天
皇
下
賜
の
錦
の
直
垂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
清（
静

山
）
に
よ
る
註
が
あ
る
。

【
史
料
7
】「
家
世
伝

巻
之
九
」
本
伝
第
八
（
古
文
書
類
Ⅰ
―
1
（
ロ
）
23
―

3
）

（
※
原
文
は
送
り
カ
ナ
と
返
り
点
を
付
し
た
漢
文
）

（
前
略
）

攷
按
す
る
に
、
錦
の
直
垂
を
賜
、
諸
書
明
文
無
。
然
と
も
此
の
物
伝
て

今
に
至
、
以
吾
か
家
の
什
宝
と
為
。
且

後
醍
醐
天
皇
の
賜
所
と
云
ふ
時
は
、
則
其
の

帝
の
恩
施
に
出
る
者
疑
無
。

而
当
時
吾
か
家

帝
の
恩
賚
を
蒙
る
こ
と
を
得
べ
く
者
、
公
を
除
の
外
は
、

更
に
其
の
人
無
し
。
故
に
之
を
公
に
係
て
、
以
修
す
。（
後
略
）

定
が
後
醍
醐
天
皇
か
ら
錦
の
直
垂
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
は
諸
書
に
記
載
は
な
い

が
、
錦
の
直
垂
は
「
吾
か
家
の
什
宝
」
と
し
て
伝
わ
っ
て
お
り
、
当
時
の
松
浦
家

で
後
醍
醐
帝
の
恩
賚
を
受
け
る
と
す
れ
ば
、
定
の
他
に
は
お
ら
ず
、
こ
の
た
め
定

が
拝
領
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
て
き
た
と
い
う
。
清
が
そ
の
由
緒
に
対
し
て
若
干

の
疑
い
を
持
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
清
は
松
平
定
信
に
、
本
品
の
こ
と

と
思
わ
れ
る
「
御
ひ
た
た
れ
」
の
鑑
定
を
依
頼
し
て
お
り
、
定
信
か
ら
の
返
書
が

現
存
す
る（
42
）。
定
信
は
「
御
伝
来
之
通
り
と
奉
存
候
」
と
返
し
て
い
る
が
、
清
は
ど

う
受
け
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

④
錦
御
鎧
直
垂
上
下
に
該
当
す
る
品
は
「
後
醍
醐
天
皇
直
垂
」
と
し
て
伝
来
し

て
い
る（
43
）。
実
物
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
南
北
朝
期
に
遡
る
品
で
は
な
く
、
十
六
〜

十
七
世
紀
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う（
44
）。「

後
醍
醐
天
皇
直
垂
」
は
、
そ
の
制

作
や
松
浦
家
に
入
っ
た
経
緯
は
明
確
で
は
な
く
、
棟
が
作
成
し
た
�
に
よ
っ
て
定

と
南
朝
と
の
縁
が
松
浦
家
に
お
い
て
公
式
に
認
識
さ
れ
て
以
降
、
清
が
藩
主
と
な

る
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
よ
り
前
に
、
定
を
南
朝
に
忠
義
を
尽
く
し
た
祖
先
と

し
て
顕
彰
し
て
い
く
中
で
、
由
緒
が
創
作
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
―
四

隆
信
（
道
可
）・
鎮
信
（
法
印
）
の
位
置
づ
け

隆
信
（
道
可
）
は
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
に
家
督
を
継
承
し
た
。
中
国
・

明
を
追
わ
れ
平
戸
に
逃
れ
て
き
た
中
国
人
倭
寇
の
リ
ー
ダ
ー
、
王
直
を
保
護
し
て

貿
易
を
振
興
し
、
同
十
九
年
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
が
来
航
す
る
と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と

の
貿
易
も
推
奨
し
て
、
対
外
貿
易
の
拠
点
と
し
て
平
戸
が
発
展
す
る
素
地
を
築
く
。

ま
た
大
内
氏
や
大
友
氏
の
影
響
下
に
お
い
て
平
戸
周
辺
を
治
め
た
地
域
領
主
か
ら
、

佐
世
保
や
壱
岐
に
も
勢
力
を
拡
大
し
、
戦
国
大
名
へ
と
成
長
し
た
当
主
と
し
て
評

価
さ
れ
る（
45
）。

隆
信
に
つ
い
て
は
【
表
2
】
の
�
〜
�
で
も
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
に

波
多
氏
・
大
村
氏
と
の
争
い
に
勝
利
し
た
こ
と
を
中
心
に
、「
近
境
悉
く
其
の
威

に
伏
す
」
と
い
う
よ
う
な
事
績
が
ま
ず
語
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
�
〜
�
で
は
、

日
高
氏
の
従
属
に
よ
り
壱
岐
も
勢
力
下
に
収
め
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
「
松
浦
家
、

是
に
到
り
て
累
な
り
興
る
」
と
い
う
記
述
が
新
た
に
現
わ
れ
る
。
松
浦
家
に
よ
る

壱
岐
支
配
の
淵
源
を
明
記
す
る
こ
と
は
、
近
世
平
戸
藩
の
領
域
支
配
の
正
当
性
を

意
識
し
た
も
の
と
言
え
る
。
ま
た
「
松
浦
家
、
是
に
到
り
て
累
な
り
興
る
」
の
文

言
は
、
十
七
世
紀
後
半
の
松
浦
家
に
お
い
て
隆
信
が
、
平
戸
藩
主
と
し
て
の
松
浦

家
の
基
礎
を
築
い
た
〝
藩
祖
〞
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

こ
の
ほ
か
�
〜
�
に
お
い
て
は
、
豊
臣
政
権
に
よ
る
天
正
十
五
年
の
九
州
平
定
戦

や
、
同
十
七
年
の
天
草
国
人
一
揆
の
鎮
圧
に
お
け
る
隆
信
・
鎮
信
父
子
の
武
功
が
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語
ら
れ
る
。
特
に
�
・
�
で
は
豊
臣
秀
吉
へ
の
「
忠
義
の
志
」
と
、
そ
れ
に
対
し

て
相
応
の
恩
賞
を
加
え
る
と
い
う
秀
吉
の
「
御
書
」
に
つ
い
て
強
調
し
た
記
述
で

あ
っ
た
も
の
が
、
�
〜
�
で
は
九
州
平
定
戦
と
天
草
国
人
一
揆
の
鎮
圧
に
お
け
る

武
功
・
軍
忠
に
つ
い
て
記
す
の
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
徳
川
幕
府
を
意
識
し

た
変
化
と
考
え
ら
れ
注
目
さ
れ
る
。

鎮
信
（
法
印
）
は
、
父
の
隆
信
と
と
も
に
戦
国
大
名
化
を
成
し
遂
げ
、
豊
臣
政

権
下
で
も
所
領
安
堵
を
受
け
て
大
名
と
し
て
承
認
さ
れ
た
。
文
禄
・
慶
長
の
役
に

参
陣
し
、
小
西
行
長
と
と
も
に
朝
鮮
各
地
を
転
戦
し
て
い
る
。
関
ヶ
原
の
戦
い
に

際
し
て
は
徳
川
方
に
味
方
し
、
戦
後
は
家
康
か
ら
所
領
を
安
堵
さ
れ
て
、
徳
川
幕

府
の
下
で
近
世
大
名
と
し
て
存
続
し
た
。
ま
た
朱
印
船
貿
易
に
進
出
し
、
オ
ラ
ン

ダ
・
イ
ギ
リ
ス
と
の
貿
易
も
開
始
し
て
平
戸
に
両
国
の
商
館
が
設
置
さ
れ
る
な
ど
、

鎖
国
の
成
立
前
夜
の
平
戸
を
貿
易
拠
点
と
し
て
繁
栄
さ
せ
た（
46
）。

【
表
2
】
の
�
〜
�
で
は
、
鎮
信
が
朝
鮮
で
多
く
の
武
功
を
上
げ
、
秀
吉
か
ら

「
御
書
」
や
時
服
を
下
賜
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。【
表
2
】
で
は
多
く
を
省

略
し
て
い
る
が
、
�
〜
�
の
原
文
で
は
か
な
り
の
紙
幅
を
割
い
て
数
々
の
武
功
を

書
き
連
ね
て
い
る
。
但
し
、
朝
鮮
に
お
け
る
鎮
信
の
武
功
を
秀
吉
が
詳
し
く
知
ら

ず
、
日
本
に
帰
国
後
、
鎮
信
と
小
西
と
の
間
に
確
執
が
あ
っ
た
と
の
記
述
は
、
�

〜
�
の
み
に
確
認
で
き
る
。
ま
た
徳
川
幕
府
と
の
関
係
で
は
、
石
田
三
成
の
挙
兵

か
ら
関
ヶ
原
の
戦
い
に
か
け
て
の
動
静
の
中
で
、
鎮
信
が
一
貫
し
て
徳
川
方
に
与

し
、
家
康
か
ら
感
状
を
賜
っ
た
こ
と
が
�
〜
�
に
記
さ
れ
る
。
一
方
で
キ
リ
ス
ト

教
信
者
で
あ
っ
た
有
力
家
臣
の
「
追
放（
47
）」
な
ど
領
内
に
お
け
る
禁
教
の
徹
底
と
、

そ
れ
が
幕
府
の
禁
教
令
に
先
ん
じ
た
施
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
鎮
信
の
「
先
見
之

明
」
で
あ
り
子
孫
の
喜
悦
す
る
も
の
と
す
る
記
述
は
�
〜
�
の
み
に
見
え
る
。
さ

ら
に
は
、
天
正
・
慶
長
期
に
隆
信
・
鎮
信
が
他
家
に
従
属
す
る
こ
と
な
く
、
大
名

と
し
て
忠
功
を
遂
げ
た
と
い
う
記
述
も
�
〜
�
で
現
れ
て
い
る
。

隆
信
（
道
可
）
と
鎮
信
（
法
印
）
は
、
戦
国
大
名
と
な
り
、
平
戸
藩
主
と
な
っ

た
松
浦
家
の
地
歩
を
築
い
た
当
主
と
し
て
、
そ
の
武
功
や
豊
臣
・
徳
川
政
権
へ
の

忠
義
、
両
政
権
か
ら
の
承
認
の
事
績
が
系
図
に
記
さ
れ
た
。
特
に
�
〜
�
で
は
、

近
世
平
戸
藩
の
領
域
支
配
を
正
当
化
す
る
壱
岐
支
配
の
淵
源
を
明
記
し
、
平
戸
藩

主
松
浦
家
が
「
是
に
到
り
て
累
な
り
興
」
り
、
天
正
・
慶
長
期
に
も
「
他
家
に
属

さ
ず
」、「
一
分
の
忠
功
」
を
果
た
し
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
近
世

大
名
と
し
て
の
自
負
、
自
己
認
識
の
強
ま
り
が
認
め
ら
れ
る
。【
表
1
】
に
お
い

て
Ａ
に
分
類
さ
れ
た
隆
信
・
鎮
信
由
縁
の
「
御
譲
道
具
」
は
、
こ
の
よ
う
な
平
戸

藩
主
と
し
て
の
松
浦
家
の
由
緒
を
物
語
る
品
と
し
て
重
要
視
さ
れ
伝
え
ら
れ
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
。「
扣
帳
」
に
「
従
以
前

御
代
々
御
譲
ニ
相
成
居
候
」
と
記

さ
れ
た
「
大
友
御
具
足（
48
）」（【

表
1
】
の
⑧
）
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
品
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
松
浦
史
料
博
物
館
に
伝
わ
る
「
御
譲
道
具
扣
帳
」
と
そ
こ
に
掲
載

さ
れ
る
実
物
資
料
や
関
係
資
料
か
ら
、
松
浦
清
（
静
山
）・
熈
の
時
期
に
お
け
る

松
浦
家
の
「
御
譲
道
具
」
が
平
戸
城
三
重
櫓
で
保
管
さ
れ
、
家
督
相
続
と
共
に
継

承
さ
れ
る
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
松
浦
家
の
歴
代
当
主

と
の
所
伝
や
由
縁
を
分
類
・
整
理
し
、
清
と
熈
が
「
御
譲
道
具
」
の
充
実
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
そ
の
一
方
で
「
御
譲
道
具
」
に
は
清
を
遡
る
時
期
か

ら
松
浦
家
で
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ

ら
に
「
御
譲
道
具
」
の
中
に
は
十
七
世
紀
後
半
に
五
代
藩
主
松
浦
棟
の
指
示
で
修

理
や
写
し
が
作
成
さ
れ
た
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
、
松
浦
家
に
は
か
つ
て
、
家
の

「
伝
器
」
を
記
載
し
た
「
伝
器
簿
」
が
、
元
禄
初
期
か
ら
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）

分
ま
で
六
本
存
在
し
、
特
に
元
禄
期
の
三
本
は
棟
の
在
任
期
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、

棟
が
「
伝
器
」
に
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。「
伝
器
」

の
改
め
と
「
伝
器
簿
」
の
更
新
は
、
主
に
藩
主
の
代
替
わ
り
時
に
お
こ
な
わ
れ
た

平戸藩松浦家の「御譲道具」とその形成
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よ
う
だ
が
、
清
の
襲
封
（
安
永
四
年
・
一
七
七
五
）
の
こ
ろ
に
は
そ
の
更
新
は
途

絶
え
て
い
た
。
だ
が
清
に
よ
っ
て
「
伝
器
簿
」
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
れ
を

元
に
松
浦
家
の
「
御
譲
道
具
」
と
し
て
再
形
成
さ
れ
充
実
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。「
御
譲
道
具
」
が
家
督
相
続
時
に
継
承
さ
れ
た
こ
と
と
「
伝
器
」
の
改

め
が
藩
主
の
代
替
わ
り
時
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
の
共
通
性
も
指
摘
し
て
お
き
た

い
。以

上
か
ら
、
松
浦
家
の
「
御
譲
道
具
」
の
形
成
は
、
十
七
世
紀
末
〜
十
八
世
紀

初
頭
の
元
禄
期
に
お
け
る
「
伝
器
」
の
形
成
に
遡
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、

修
理
や
写
し
を
作
成
す
る
こ
と
で
先
祖
由
縁
の
品
の
保
存
と
継
承
を
図
り
、「
伝

器
簿
」
に
よ
る
安
定
的
な
管
理
体
制
を
作
っ
た
松
浦
棟
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き

い
。
元
禄
〜
宝
永
期
に
は
新
た
に
発
見
や
作
成
さ
れ
た
松
浦
家
の
系
図
が
複
数
確

認
さ
れ
、
一
つ
の
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
が
、
棟
自
身
も
新
た
な
系
図
を
編
纂
、

自
作
し
た
。
そ
こ
で
は
義
（
天
叟
）
と
足
利
義
教
や
、
定
（
肥
州
）
と
南
朝
と
の

縁
に
つ
い
て
の
伝
記
、
平
戸
藩
祖
と
し
て
の
隆
信
（
道
可
）・
鎮
信
（
法
印
）
の

功
績
が
よ
り
手
厚
く
、
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
先
祖
認
識
の
高
ま
り
と
「
伝

器
」
の
形
成
や
維
持
は
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
密
接
に
関
係
し
て
い
た
。

『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
や
『
貞
享
書
上（
49
）』
な
ど
大
名
家
に
も
資
料
の
提
出
を
求

め
た
十
七
世
紀
の
徳
川
幕
府
に
よ
る
系
図
編
纂
や
修
史
事
業
の
影
響
か
ら
、
弘
前

藩
や
秋
田
藩
、
彦
根
藩
で
は
十
七
世
紀
後
半
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
歴
史
認
識

の
形
成
や
系
図
・
家
譜
作
成
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
50
）。
ま
た

直
接
的
な
影
響
関
係
は
不
明
だ
が
、
対
馬
藩
で
は
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
か
ら

翌
年
に
か
け
て
『
宗
氏
家
譜
』
が
編
纂
さ
れ（
51
）、
同
時
期
に
「
八
郡
寺
社
記
」
や
『
対

州
神
社
誌
』
の
編
纂
、
対
馬
島
内
に
残
る
宗
家
歴
代
当
主
の
「
御
判
物
」
の
調
査

と
写
し
の
作
成
も
お
こ
な
わ
れ
た（
52
）。
福
岡
藩
で
は
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
に

『
黒
田
家
譜
』
の
編
纂
が
始
ま
り
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
完
成
後
も
宝
永

元
年
（
一
七
〇
四
）
ま
で
改
稿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る（
53
）。
さ
ら
に
こ
れ
と
並
行
し
て
、

黒
田
家
が
筑
前
一
帯
を
領
有
す
る
要
因
と
な
っ
た
黒
田
如
水
・
長
政
親
子
の
活
躍

を
子
孫
に
伝
え
る
品
々
を
「
重
宝
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る（
54
）。

こ
れ
ら
の
動
向
は
、
幕
府
の
事
業
や
藩
相
互
の
影
響
、
そ
れ
ぞ
れ
の
藩
に
お
け
る

家
臣
団
や
領
内
寺
社
の
統
制
・
序
列
化
、
領
内
把
握
な
ど
の
支
配
体
制
の
整
備
構

築
や
再
編
に
係
る
課
題
解
決
が
相
俟
っ
て
企
画
・
実
行
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
各
藩
に
お
い
て
は
近
世
大
名
と
し
て
の
自
己
認
識
や
領
域
認

識
、
先
祖
認
識
の
醸
成
や
強
ま
り
が
み
ら
れ
、
編
纂
さ
れ
た
系
図
や
家
譜
に
そ
の

思
想
が
反
映
さ
れ
た
。

平
戸
藩
で
は
五
代
藩
主
棟
の
在
任
中
、
元
禄
〜
宝
永
期
の
系
図
に
お
い
て
近
世

大
名
と
し
て
の
自
己
認
識
の
強
調
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
棟
自
身
が
自
作

し
た
系
図
に
記
さ
れ
る
こ
と
で
松
浦
家
公
認
の
歴
史
認
識
と
な
っ
て
い
っ
た
。
併

せ
て
棟
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
〝
証
〞
で
あ
る
先
祖
由
縁
の
品
を
「
伝
器
」
と

し
て
管
理
し
、
修
理
や
写
し
を
作
成
し
て
そ
の
保
存
と
継
承
を
図
っ
た
。
棟
は
元

禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
徳
川
綱
吉
の
奥
詰
と
な
り
、
同
四
〜
七
年
に
は
幕
府
の

奏
者
番
お
よ
び
寺
社
奉
行
を
務
め
て
い
る
。
幕
府
中
枢
と
の
太
い
繋
が
り
を
持
ち
、

同
十
七
年
に
は
平
戸
城
再
築
の
許
可
を
得
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
ま
た
棟
が
開
基

と
な
っ
た
菩
提
寺
で
あ
る
雄
香
寺
は
、
棟
以
降
、
熈
を
除
く
歴
代
藩
主
の
菩
提
所

に
な
っ
て
お
り
、
棟
が
清
（
静
山
）
や
熈
と
と
も
に
歴
代
で
も
特
徴
的
な
藩
主
の

一
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
自
ら
実
施
し
た
系
図
の
再
編
や
「
伝
器
」
の
形

成
・
保
存
に
窺
え
る
先
祖
認
識
は
、
松
浦
家
の
地
位
・
家
格
上
昇
へ
の
意
識
も
関

係
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
や
、
藩
政
の
動
向
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
実
証
的
に
論
じ
る
準
備
は
で
き
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

註（
1
）
松
田
清
『
洋
学
の
書
誌
的
研
究
』
臨
川
書
店
、
一
九
九
八
年
。
岩
崎
義
則
「
幕
末
平
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戸
藩
に
お
け
る
隠
居
の
表
助
成
に
つ
い
て
―
松
浦
熈「
亀
岡
随
筆
」の
分
析
よ
り
―
」『
史

淵
』
一
四
五
号
、
二
〇
〇
八
年
。
岩
崎
義
則
「
松
浦
家
の
先
祖
認
識
に
つ
い
て
―
特
に

松
浦
熈
の
場
合
―
」『
松
浦
党
研
究
』
三
四
号
、
二
〇
一
一
年
。
岩
崎
義
則
「
安
政
五
年

平
戸
城「
年
中
祭
式
帳
」に
つ
い
て
―
隠
居
大
名
が
創
出
し
た
城
中
祭
祀
素
描
」『
史
淵
』

一
五
二
号
、
二
〇
一
五
年
。
吉
村
雅
美
『
近
世
日
本
の
対
外
関
係
と
地
域
意
識
』
清
文

堂
出
版
、
二
〇
一
二
年
。
松
浦
晃
佑
「
収
蔵
庫
分
類
の
観
点
か
ら
考
え
る
松
浦
家
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
―
熈
の
分
類
の
意
義
」『
松
浦
党
研
究
』
四
六
号
、
二
〇
二
三
年
。

（
2
）
千
葉
一
大
氏
は
、
近
世
大
名
家
で
編
纂
さ
れ
た
歴
史
書
や
系
譜
類
に
つ
い
て
、
そ
れ

が
「
い
か
な
る
動
機
と
観
点
か
ら
書
か
れ
た
か
」
と
い
う
編
纂
者
の
意
志
や
主
張
に
注

目
す
る
こ
と
で
、
大
名
家
の
「
由
緒
、
系
譜
認
識
、
自
己
認
識
」
の
形
成
過
程
を
見
出

す
こ
と
が
可
能
と
す
る
（
千
葉
一
大
「
北
奥
大
名
津
軽
家
の
自
己
認
識
形
成
」『
歴
史
評

論
』
七
四
五
号
、
二
〇
一
三
年
）。
山
﨑
一
郎
氏
は
、
十
六
世
紀
前
半
の
萩
藩
に
お
け
る

戦
国
軍
記
の
編
纂
に
注
目
し
、
そ
れ
が
「
歴
史
を
後
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
強
い
意
図

で
作
成
さ
れ
た
「
記
録
」」
で
あ
り
、「
作
者
の
性
格
、
作
成
の
経
緯
と
意
図
、
内
容
の

特
徴
、
生
み
出
さ
れ
た
社
会
的
背
景
を
検
討
し
」、
そ
の
機
能
や
目
的
の
意
味
を
考
え
る

必
要
を
説
く
（
山
﨑
一
郎
「
萩
藩
前
期
に
お
け
る
戦
国
軍
記
編
纂
」『
史
学
研
究
』
三
一

九
号
、
二
〇
二
四
年
）。

（
3
）
財
団
法
人
松
浦
史
料
博
物
館
編
、
一
九
七
一
年
。
以
下
本
稿
で
『
古
文
書
目
録
』
と

記
す
場
合
は
、
本
目
録
を
指
す
。

（
4
）
以
下
、
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
の
古
文
書
類
の
番
号
と
名
称
は
『
古
文
書
目
録
』
に

拠
る
。
な
お
「
御
譲
道
具
扣
帳
」
は
同
目
録
で
は
「
御
譲
道
具
控
帳
」
と
記
さ
れ
る
が
、

本
稿
で
は
史
料
外
題
の
「
御
譲
道
具
扣
帳
」
を
名
称
に
用
い
る
。

（
5
）
「
御
譲
物
帳
」
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
六
月
五
日
付
か
ら
同
四
年
十
一
月
四
日
付

ま
で
の
二
十
八
通
と
、
筆
を
異
に
す
る
文
化
十
四
年
六
月
二
十
七
日
付
の
一
通
の
証
文

写
が
収
ま
る
。「
本
所
御
出
之
節
、
御
直
ニ
御
譲
被
進
」（
文
化
三
年
六
月
二
十
六
日
付

証
文
）
の
よ
う
な
「
本
所
」「
御
出
」
の
頭
注
が
付
く
品
が
複
数
み
ら
れ
、
ま
た
八
代
藩

主
誠
信
御
譲
の
隆
信
（
道
可
）
肖
像
（
文
化
三
年
九
月
五
日
付
証
文
）
に
は
「
元
来
五

幅
対
、
残
四
幅
平
戸
ニ
有
之
候
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、「
御
譲
物
帳
」
掲
載
の
品
々

は
江
戸
・
本
所
の
下
屋
敷
に
あ
り
、
文
化
三
年
六
月
以
降
に
順
次
、
清
の
判
断
で
熈
に

譲
り
渡
さ
れ
た
も
の
と
分
か
る
。「
御
譲
御
道
具
御
証
文

写
」
は
文
化
三
年
六
月
五
日

付
か
ら
同
七
年
七
月
七
日
付
ま
で
の
証
文
写
を
収
め
た
上
巻
と
、
文
化
八
年
正
月
十
七

日
付
か
ら
文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
九
月
二
十
二
日
付
ま
で
の
証
文
写
を
収
め
た
下
巻

の
二
冊
。「
御
譲
物
帳
」と
重
複
が
あ
る
。「
御
譲
御
道
具
帳
」（
古
文
書
類
Ⅲ
―
9
―
30
）

は
前
記
二
件
に
所
収
の
御
譲
道
具
を
、
譲
渡
日
別
に
列
記
し
た
目
録
。
文
化
三
年
六
月

五
日
か
ら
文
政
元
年
九
月
六
日
譲
渡
分
ま
で
を
収
め
る
。「
御
譲
御
道
具
帳
」（
古
文
書

類
Ⅲ
―
9
―
32
）
も
譲
渡
日
別
の
、
特
に
御
膳
方
関
係
の
目
録
。
文
化
四
年
三
月
二
十

日
か
ら
文
政
元
年
九
月
二
十
二
日
譲
渡
分
で
、
前
記
三
件
と
重
複
す
る
。「
御
譲
御
道
具

御
証
文

写
」
は
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
十
二
月
十
九
日
付
か
ら
同
八
年
四
月
二
十

二
日
付
ま
で
の
御
譲
証
文
四
通
の
写
し
。

（
6
）
清
が
隠
居
し
、
熈
が
家
督
を
相
続
し
た
の
は
文
化
三
年
十
一
月
で
あ
る
。

（
7
）
松
浦
晃
佑
「
好
古
社
と
松
浦
詮
」『
東
風
西
声

九
州
国
立
博
物
館
紀
要
』
一
九
号
、

二
〇
二
四
年
。

（
8
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
什
器
類
24
。
麻
布
製
の
船
幟
。
墨
で
松
浦
家
の
三
星
二
引

両
梶
葉
紋
を
あ
し
ら
い
、「
用
船
」
の
文
字
と
「
松
浦
肥
前
守

源
宗
信
（
花
押
）」
の

署
判
、「
呉
才
／
鑓
左
衛
門
□
」
の
名
を
記
す
。
松
浦
鎮
信
（
法
印
、
宗
信
）
が
家
臣
の

呉
才
鑓
左
衛
門
に
与
え
た
も
の
伝
わ
る
。
以
下
、
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
の
什
器
類
の

番
号
と
名
称
は
『
什
器
類
目
録
』（
財
団
法
人
松
浦
史
料
博
物
館
編
、
一
九
六
三
年
）
に

拠
る
。

（
9
）
什
器
類
23
―
1
・
23
―
2
。
い
ず
れ
も
麻
布
製
の
船
幟
。
23
―
1
は
墨
で
三
星
二
引

両
梶
葉
紋
を
描
く
。
松
浦
史
料
博
物
館
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
名
称
は
「
松
浦
家
家
紋

入
古
旗
」。
23
―
2
は
墨
で
瓶
子
三
星
紋
を
描
く
。
縦
法
量
が
三
五
・
二
セ
ン
チ
と
小
さ

い
。

平戸藩松浦家の「御譲道具」とその形成
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（
10
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
什
器
類
29
。
袋
綴
装
の
竪
冊
。
外
題
「
天
叟
様
御
画
像
御

手
ニ
入
候
留
」。
奥
書
「
文
化
十
三
年
〈
丙
子
〉
年
十
月

岡
衛
兵
衛
記
之
」。

（
11
）
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
校
訂
『
甲
子
夜
話
三
篇
』
二
（
東
洋
文
庫
四
一
五
）、
平
凡
社
、

一
九
七
九
年
、
二
八
五
〜
二
八
六
頁
。

（
12
）
『
甲
子
夜
話
続
編
』
巻
二
十
一
（
中
村
幸
彦
・
中
野
三
敏
校
訂
『
甲
子
夜
話
続
編
』
二

（
東
洋
文
庫
三
六
四
）、
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
、
一
二
三
〜
一
二
七
頁
）、
お
よ
び
東

京
国
立
博
物
館
に
現
存
す
る
宇
治
文
琳
（
列
品
番
号
Ｔ
Ｇ
―
2
1
9
6
）
の
付
属
品
書

付
類
に
そ
の
経
緯
が
記
さ
れ
る
。
特
に
書
付
類
の
う
ち
「
古
紙
」
の
旧
包
紙
に
は
、
清

が
自
筆
で
経
緯
を
記
し
、「
平
戸
譲
道
具
」
と
認
め
て
い
る
。
松
浦
晃
佑
「
近
世
大
名
家

資
料
の
再
定
義
・
利
用
・
継
承
の
構
造
―
松
浦
家
資
料
を
め
ぐ
る
松
浦
清
と
熈
の
思
想

―
」『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ

東
京
国
立
博
物
館
研
究
誌
』
七
一
四
号
、
二
〇
二
五
年
。

（
13
）
註
1
。

（
14
）
松
浦
鎮
信
（
法
印
、
初
代
藩
主
）
が
大
友
義
鎮
か
ら
贈
ら
れ
た
甲
冑
。
松
浦
史
料
博

物
館
所
蔵
の
重
要
文
化
財
「
紺
糸
威
肩
白
赤
胴
丸
」。『
什
器
類
目
録
』
で
は
「
大
友
の

具
足
、
甲
」（
什
器
類
20
―
1
）
等
に
あ
た
る
。

（
15
）
什
器
類
32
。
筆
者
と
と
も
に
実
物
を
調
査
し
た
桑
原
有
寿
子
氏（
九
州
国
立
博
物
館
）

よ
り
、
錦
の
「
半
被
半
切
」
に
つ
い
て
、
制
作
年
代
は
鎌
倉
期
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る

が
、
足
利
義
教
か
ら
拝
領
し
た
と
す
る
所
伝
に
違
和
感
は
な
い
と
の
ご
教
示
を
い
た
だ

い
た
。

（
16
）
『
長
崎
県
史

史
料
編
第
二
』
長
崎
県
、
一
九
六
四
年
。

（
17
）
「
敬
孝
述
事
原
本
（
第
五
函
収
）」
の
「
校
修
松
浦
氏
家
譜
」
三
冊
（
松
浦
史
料
博
物

館
所
蔵
、
古
文
書
類
Ⅰ
―
1
（
ハ
）
4
―
88
）
の
う
ち
「
本
伝

天
叟
公

下
」
の
「（
足

利
）
義
教
所
錫
腹
当
・
錦
半
袴
」
等
に
関
す
る
清
（
静
山
）
に
よ
る
考
察
箇
所
。
原
文

は
送
り
カ
ナ
と
返
り
点
を
付
し
た
漢
文
。『
家
世
伝
』（
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
古
文

書
類
Ⅰ
―
1
（
ロ
）
23
―
3
の
「
家
世
伝

巻
之
十
四
」（「
本
伝
第
十
三
」「
天
叟
公
伝

下
」））
に
も
ほ
ぼ
同
文
の
記
述
が
あ
る
。

（
18
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
什
器
類
19
。
同
じ
く
同
館
所
蔵
の
「
腹
当
」（
什
器
類
18
）

と
併
せ
て
、
筆
者
と
と
も
に
実
物
を
調
査
し
た
桑
原
有
寿
子
氏
と
望
月
規
史
氏
（
九
州

国
立
博
物
館
）
よ
り
、
足
利
義
教
か
ら
の
拝
領
と
い
う
年
代
観
や
品
質
に
違
和
感
は
な

い
と
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
な
お
「
腹
当
」
は
【
表
1
】
の
⑥
御
腹
当
に
あ
た
る
。

（
19
）
註
18
「
腹
当
」。

（
20
）
『
集
古
十
種
』
兵
器
類

甲
冑
巻
之
一
「
松
浦
家
蔵
膝
鎧
図
〈
足
利
義
教
公
所
賜
〉」・

「
同
蔵
腹
当
図
〈
同
〉」。

（
21
）
『
大
日
本
史
料
』
八
編
三
冊
、
五
二
七
頁
「
無
題
記
」。
な
お
清
の
回
答
中
に
修
理
に

つ
い
て
の
「
御
記
録
有
之
」
と
あ
る
が
、
そ
の
記
録
は
確
認
で
き
な
い
。

（
22
）
註
17
。

（
23
）
清
は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
に
修
史
館
「
緝
熈
斎
」
を
設
置
し
て
家
譜
編
纂
を
開

始
す
る
（
松
田
清
「
松
浦
静
山
と
平
戸
商
館
時
代
」、
稲
賀
繁
美
編
『
異
文
化
へ
の
あ
こ

が
れ
―
国
際
海
洋
都
市

平
戸
と
マ
カ
オ
を
舞
台
に
―
在
外
資
料
が
変
え
る
日
本
研
究

―
』、
人
間
文
化
研
究
機
構
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
基
幹
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
日
本
関
連
在

外
資
料
調
査
研
究
・
活
用
事
業
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
間
連
携
に
よ
る
研
究
成
果
活
用
推
進

会
議
・
二
〇
一
九
年
度
事
業
報
告
論
集
、
二
〇
二
〇
年
）。『
敬
孝
述
事
』
は
概
ね
寛
政

三
〜
九
年
（
一
七
九
一
〜
九
七
）
頃
に
か
け
て
編
纂
作
業
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
稿
本
（
古

文
書
類
Ⅰ
―
1
（
ハ
）
4
―
78
〜
4
―
81
）
や
、
原
本
（
古
文
書
類
1
―
1
（
ハ
）
4

―
78
上
冊
）
に
残
る
清
に
よ
る
書
き
込
み
「
寛
政
九
丁
巳
正
月
廿
七
日
記

清
」
な
ど

か
ら
想
定
さ
れ
る
。
歴
代
当
主
と
一
族
の
伝
記
（
家
譜
）
の
ほ
か
、
編
纂
の
材
料
と
な
っ

た
古
文
書
や
資
料
も
含
ん
で
構
成
さ
れ
る
。『
家
世
伝
』
は
『
敬
孝
述
事
』
と
内
容
や
詳

細
な
文
章
の
重
複
も
あ
る
が
（
古
文
書
類
Ⅰ
―
1
（
ロ
）
23
―
1
〜
23
―
8
）、
基
本
的

に
は
歴
代
当
主
と
一
族
の
伝
記
か
ら
な
る
家
譜
で
あ
る
。
清
に
よ
る
再
編
集
と
熈
に
よ

る
校
訂
を
経
て
成
る
が
、
棟
の
百
年
忌
と
な
る
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
に
は
校
訂
を

終
え
て
お
ら
ず
（
古
文
書
類
Ⅰ
―
1
（
ロ
）
6
「
家
世
伝
目
録
並
告
文
」）、
文
政
八
年

（
一
八
二
五
）
に
完
成
し
た
よ
う
で
あ
る
（『
古
文
書
目
録
』）。
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（
24
）
【
史
料
6
】
の
後
略
部
分
に
は
、
松
浦
義
が
平
戸
・
普
門
寺
に
安
置
し
た
足
利
義
教
像

に
つ
い
て
「
又
像
の
坐
下
に
、
数
字
を
鐫
る
。
曰
く
宝
永
元
年
甲
申
の
六
月
宗
英
公
之

を
修
装
す
と
。」
と
あ
り
、
棟
が
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
に
修
理
を
施
し
た
こ
と
も
知

ら
れ
る
。

（
25
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
古
文
書
類
Ⅰ
―
1
（
イ
）
4
「
源
氏
松
浦
系
図
並
渡
辺
系

図
（
写
）」。『
古
文
書
目
録
』
に
は
「
従
神
崎
出

大
目
付
預
之
内
」
と
あ
る
が
詳
細
は

不
明
。

（
26
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
番
号
特
0
7
6
―
0
0
0
1
。

（
27
）
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
請
求
記
号
1
5
6
―
0
0
1
5
。

（
28
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
古
文
書
類
Ⅰ
―
1
（
イ
）
8
「
系
図
」。『
古
文
書
目
録
』

に
は
「
従
神
崎
出
」「
元
禄
十
五
」
と
あ
る
。
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
三
月
二
十
八

日
付
の
葉
山
野
内
書
付
が
付
属
す
る
が
、
こ
の
書
付
に
は
「
源
朝
臣
松
浦
系
図
一
軸
」

を
「
肥
前
神
崎
居
住
馬
渡
新
七
と
申
浪
人
」
が
所
持
し
、「
遂
一
覧
之
処
、
歴
代
顕
明
、

慶
長
十
八
年
之
奥
書
有
之
、
尤
旧
本
ニ
候
、
先
代
之
御
系
図
拠
之
而
可
決
嫌
疑
者
数
多

有
之
間
、
留
置
之
、
兼
而
依
承

仰
、
御
家
系
之
一
本
と
仕
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

特
に
奥
書
の
点
か
ら
本
来
は
�
の
源
朝
臣
松
浦
系
図
（
註
25
）
に
付
属
し
た
可
能
性
が

高
い
と
考
え
る
。

（
29
）
「
続
群
書
類
従
」
巻
百
三
十
一
（『
続
群
書
類
従
』
第
五
輯
下

系
図
部
）。

（
30
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
古
文
書
類
Ⅰ
―
1
（
イ
）
1
「
源
氏
松
浦
系
図
」。

（
31
）
�
は
「
右
考
定
以
示
不
忘
余
咸
従
于
旧
本
矣
」「
旹
宝
永
龍
集
己
丑
八
月
上
幹
源
棟

誌
」の
奥
書
が
あ
る「
系
図
附
録
」（
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
古
文
書
類
1
―
1（
イ
）

2
）
と
同
筆
で
、
料
紙
（
紙
質
、
縦
寸
）
や
装
丁
（
見
返
し
・
裏
打
ち
紙
は
金
箔
散
ら

し
、
巻
軸
は
金
箔
貼
り
、
軸
首
は
水
晶
製
）
も
同
質
で
あ
る
た
め
、
�
も
同
時
に
成
立

し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
清
が
『
家
世
伝
』
で
棟
に
よ
る
「
原
稿
」
と
し
、『
敬
孝
述

事
』
で
「
家
本
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
編
纂
に
使
用
し
た
資
料
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ

る
。
な
お
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
の
「
系
図
写
」（
古
文
書
類
1
―
1
（
イ
）
52
）・「
原

稿
並
附
録
」（
古
文
書
類
1
―
1
（
イ
）
53
）・「
原
稿
並
附
録
上
写
」（
古
文
書
1
―
1

（
イ
）
54
）
は
、
い
ず
れ
も
�
お
よ
び
「
系
図
附
録
」
の
写
し
で
あ
る
。

（
32
）
註
24
。

（
33
）
什
器
類
28
―
2
。
肖
像
画
で
は
な
く
松
浦
義
の
花
押
を
大
書
す
る
も
の
で
、
上
部
に

享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
の
景
南
英
文
（
一
三
六
五
〜
一
四
五
四
）
に
よ
る
賛
が
あ
る
。

渡
邊
雄
二
「
松
浦
義
（
天
叟
）
像
に
つ
い
て
」（『
大
和
文
華
』
一
〇
七
・
一
〇
八
合
併

号
、
二
〇
〇
三
年
）
に
挿
図
写
真
が
載
る
ほ
か
、
写
し
（
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
「
合

綴
」（
古
文
書
類
Ⅶ
―
4
―
15
）
の
「
天
叟
公
寿
像
賛
」）
が
あ
り
詳
細
が
知
ら
れ
る
。

（
34
）
註
33
渡
邊
雄
二
「
松
浦
義
（
天
叟
）
像
に
つ
い
て
」。

（
35
）
註
10
。

（
36
）
俳
諧
参
考
書
『
毛
吹
草
』（
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
松
江
重
頼
著
）
巻
二
の
「
世

話

付
古
語
」
に
「
す
き
に
あ
か
ゑ
ぼ
し
」（
岩
波
文
庫
『
毛
吹
草
』
岩
波
書
店
、
一
九

四
三
年
、
一
〇
四
頁
）
や
、
仮
名
草
子
『
都
風
俗
鑑
』
三
（
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）

刊
）
の
「
僧
俗
野
郎
に
打
ち
込
む
事
」
に
「
尾
抜
鳥
の
ご
と
く
な
れ
ど
も
、
す
き
に
赤

ゑ
ぼ
し
、
ま
よ
ひ
初
に
し
恋
の
山
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
七
四

仮
名
草
子
集
』

岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
四
六
二
頁
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。

（
37
）
『
日
本
随
筆
大
成
新
装
版
〈
第
三
期
〉
一
七
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、
三
九
頁
。

『
塩
尻
拾
遺
』
は
天
野
信
景
（
一
六
六
三
〜
一
七
三
三
）
著
の
随
筆
。
註
33
渡
邊
雄
二

「
松
浦
義
（
天
叟
）
像
に
つ
い
て
」
で
も
言
及
が
あ
る
。

（
38
）
瀬
野
精
一
郎
「
平
戸
松
浦
氏
千
年
の
歴
史
」、
朝
日
新
聞
社
西
部
企
画
編
『
平
戸
・
松

浦
家
名
宝
展
』、
二
〇
〇
〇
年
。

（
39
）
「
負
」
は
「
貞
」
の
誤
字
で
あ
ろ
う
。

（
40
）
長
崎
県
教
育
委
員
会
『
平
戸
・
上
五
島
地
区
の
文
化
財
』、
一
九
七
八
年
。
小
値
賀
町

郷
土
誌
編
集
委
員
会
『
小
値
賀
町
郷
土
誌
』、
一
九
七
八
。
埋
め
立
て
工
事
に
伴
い
犠
牲

と
な
っ
た
牛
を
供
養
す
る
一
字
一
石
経
の
埋
納
碑
。
バ
ク
の
梵
字
と
「
奉
納
妙
法
蓮
華

経
」、「
大
願
主
地
頭
肥
前
守
源
定
」、「
建
武
元
年
甲
戌
九
月
□
日
」
の
字
を
刻
む
。

平戸藩松浦家の「御譲道具」とその形成
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（
41
）
註
31
「
系
図
附
録
」（
古
文
書
類
1
―
1
（
イ
）
2
）。

（
42
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
什
器
類
86
「
楽
翁
よ
り
静
山
へ
の
書
状
」。

（
43
）
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
、
什
器
類
1
。

（
44
）
筆
者
と
と
も
に
実
物
を
調
査
し
た
桑
原
有
寿
子
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
45
）
註
38
瀬
野
精
一
郎
「
平
戸
松
浦
氏
千
年
の
歴
史
」。
荒
木
和
憲
「
戦
国
期
壱
岐
を
め
ぐ

る
政
治
史
的
展
開
」、
中
野
等
編
『
中
近
世
九
州
・
西
国
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇

二
四
年
。

（
46
）
註
38
瀬
野
精
一
郎
「
平
戸
松
浦
氏
千
年
の
歴
史
」。

（
47
）
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）、
鎮
信
は
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ
た
重
臣
の
籠
手
田
安
一
と
一

部
正
治
に
対
し
、
仏
式
に
よ
る
隆
信
の
葬
儀
へ
の
参
加
を
求
め
た
。
事
実
上
の
棄
教
の

要
求
だ
っ
た
が
、
彼
ら
は
一
族
と
八
〇
〇
人
の
信
徒
と
共
に
長
崎
に
脱
出
し
た
。
長
崎

県
平
戸
市
生
月
町
博
物
館
島
の
館
「
生
月
島
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
」（
同
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
、
二
〇
一
九
年
）。

（
48
）
註
14
。

（
49
）
幕
府
が
徳
川
家
の
史
書
編
纂
の
た
め
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
か
ら
翌
貞
享
元
年
に

か
け
て
諸
大
名
・
旗
本
家
等
に
対
し
関
係
す
る
文
書
類
の
提
出
を
求
め
、
諸
家
か
ら
差

し
出
さ
れ
た
も
の
。
平
野
仁
也
「『
貞
享
書
上
』
考
」『
史
学
雑
誌
』
一
二
五
―
四
、
二

〇
一
六
年
。

（
50
）
註
2
千
葉
一
大
「
北
奥
大
名
津
軽
家
の
自
己
認
識
形
勢
」。
秋
田
県
公
文
書
館
『
秋
田

藩
の
家
臣
団
―
系
図
の
編
纂
と
分
限
帳
―
』（
企
画
展
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）、
二
〇
〇
〇
年
。

母
利
美
和
「
解
説
『
福
井
藩
士
履
歴
』
編
纂
の
歴
史
的
意
義
」『
福
井
藩
士
履
歴

五

の
〜
ま
』（
福
井
県
文
書
館
史
料
叢
書
一
三
）
福
井
県
文
書
館
、
二
〇
一
七
年
。
な
お
小

宮
木
代
良
「
近
世
前
期
領
主
権
力
の
系
譜
意
識
―
寛
永
諸
家
系
図
伝
の
作
成
過
程
か
ら

―
」（
九
州
史
学
研
究
会
編
『
境
界
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
『
九
州
史
学
』
創
刊
五
〇
周

年
記
念
論
文
集

上
』、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』
の
作

成
過
程
と
諸
大
名
の
対
応
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
。

（
51
）
九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
、P11568

・P11569

・P11570

。

（
52
）
「
八
郡
寺
社
記
」・『
対
州
神
社
誌
』
編
纂
に
つ
い
て
は
一
瀬
智
「
対
馬
藩
と
寺
社
の
宝

物
―
経
典
を
中
心
に
」（
横
内
裕
人
編
『
対
馬
の
渡
来
版
経

護
り
伝
え
る
東
ア
ジ
ア
の

至
宝
』（
ア
ジ
ア
遊
学
二
七
二
）、
勉
誠
出
版
、
二
〇
二
二
年
）に
述
べ
た
。「
御
判
物
写
」

に
つ
い
て
は
佐
伯
弘
次
「
対
馬
宗
家
文
書
の
中
世
史
料
」（『
九
州
文
化
史
研
究
紀
要
』

四
四
、
一
九
九
六
年
）
を
参
照
。
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
）、
貞
享
三
・
四
年
（
一
六
八

六
・
八
七
）、
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）、
文
化
十
一
年
（
一

八
一
四
）
作
成
の
「
御
判
物
写
」
が
確
認
で
き
る
。

（
53
）
『
福
岡
県
史

通
史
編

福
岡
藩
文
化
（
上
）』
西
日
本
文
化
協
会
、
一
九
九
三
年
。

（
54
）
野
島
義
敬
「
総
論

黒
田
侯
爵
家
と
「
家
宝
」
の
近
代
」、
福
岡
市
博
物
館
編
『
黒
田

侯
爵
家
の
名
品
』、
二
〇
二
三
年
。

付
記本

稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
松
浦
史
料
博
物
館
所
蔵
品
の
調
査
で
は
、
岡
山
芳
治
氏
、
久
家

孝
史
氏
、
出
口
洋
平
氏
の
ご
協
力
を
得
た
。
ま
た
桑
原
有
寿
子
氏
、
松
浦
晃
佑
氏
、
望
月
規

史
氏
か
ら
は
貴
重
な
ご
教
示
を
頂
い
た
。
末
尾
な
が
ら
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
基
盤
研
究
（C

）JP21K
00865

「
近
世
大
名
家
伝
来
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
の
基
礎
的
研
究
―
松
浦
家
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
分
析
を
通
じ
て
」
に
よ
る
成
果
の
一
環

で
あ
る
。

（
い
ち
の
せ

と
も

当
館
展
示
課
主
任
研
究
員
）
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